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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年３月１３日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時３６分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 山本靖一  副委員長 大澤千恵子 委　　員 藤浦雅彦
委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　小山和重 同部次長　吉田和生　　建築課長　林　弘一
土木下水道部長　藤井義己　同部次長兼下水道事業課長　渡辺勝彦
同部参事兼道路管理課長　堀　和夫　同部参事兼下水道業務課長　石川裕司
道路管理課参事　川上昭人　道路交通課長　山本博毅
水道部長　宮川茂行　　同部次長兼工務課長兼浄水課長　原　正己
同部参事兼総務課長　東角泰典　　営業課長　林彰彦

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２４年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分
議案第１８号　摂津市自転車安全利用倫理条例制定の件
議案第３３号　摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　５号　平成２４年度摂津市公共下水道事業特別会計予算
議案第１２号　平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議案第　２号　平成２４年度摂津市水道事業会計予算
議案第１０号　平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）
議案第２０号　摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督

者及び水道技術管理者の資格を定める条例制定の件
議案第３７号　摂津市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第３８号　摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
所管事項に関する事務調査について
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　ただいまから建設常

任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は野原委員

を指名します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　先日の藤浦委員の質疑に対する答弁を

求めます。

　小山部長。

○小山都市整備部長　先日藤浦委員から、

旧千里丘東１丁目ちびっ子広場に隣接す

る住宅開発にかかわりまして、摂津市開

発協議基準における公共空地の取り扱い

についてのご質問がございました。開発

につきましては、面積が２，４７２平米

でありまして、都市計画法による開発基

準の３，０００平米以下の開発規模であ

り公共空地を確保する開発には該当せず、

また隣接用地の開発につきましては個々

が建築確認により建築されているという

こともありまして、市の開発協議基準の

第７条第５項にも該当しないことから公

共空地を求めなかったものであります。

そしてご指摘のありましたちびっ子広場

につきましては、個人の私有地であった

ことから相続の発生によりまして返還を

求められましたので、本年２月に更地化

し返還をいたしたものでございます。し

かし本地域におきましては、公園やちびっ

子広場がなく、憩いの空間の提供の面か

らも課題のある地域としては認識してお

ります。

　今後におきましては緑の基本計画の策

定をいたしますので、地域の実情を調査

する中で重点地区として位置づけながら

どのような施策がとれるかというのを検

討してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　答弁もあったんですけ

ど、この件についてはもう一度私なりに

よく基準を読みながら整理をしたんです。

まず最初にその部分の開発については、

長年の懸案で地元の要望でありました下

水管布設と接続の話、これは最高裁まで

いって結局敗訴したというような経緯が

ある中で解決されたということについて

は評価するということで、それを前提と

して話をしたいと思いますが、１点目に

先ほどもありました開発協議基準の第７

条第５項、公共空地という部分について、

これを読みますと開発者は開発区域の面

積が３，０００平米以上で住宅建設を目

的とする開発行為を行う場合は、施行基

準の定めるところにより公共空地を開発

区域内に設けなければならないというこ

とになってます。今回の開発区域が都市

計画法によります開発区域としては２，

４７２平米ということで３，０００平米

以下ということになっていますが、区域

が３つほどありまして、合わせると３，

０００平米を超えるということになって

いました。摂津市の開発協議基準により

ますと開発行為というのはいろいろ項目

がある中で、建築基準法の第２条第１３

項に規定する建築行為は開発行為となっ

ています。これは内容を言いますと建築

物を建築し、増築し、または移転すると

いうことになっているということです。

これらはすべて開発行為ということにな

りまして、しかしその中では同じく第４

条第１項で３００平方メートル未満のも

の、もしくは１０メートル未満の建築物

を建築する場合は、協議申請を省略する

ことができるということになっています。

省略はできても開発は開発なんです。摂

津市で言う開発なんです。だから全部が

開発になるんです。しかも但し書きとい

うのがありまして、２年未満に、同一開
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発者、また同一土地所有者によって開発

行為が生まれた場合は合計として３，０

００平米以上になる場合は、同一事業で

あるというふうにみなすという規定です。

このケースも隣接して同じ事業者が、例

えば３００平米未満のものであっても合

計して３，０００平米以上であれば当然

同一事業とみなされるわけであって、今

回は同時に、しかも同じ人が転売をする、

販売目的ですから開発者として同じ人が

合計では３，０００平米以上になるとい

うことになってますので、これは開発行

為として３，０００平米以上と言わざる

を得ないと思うんです。ただ、今回は先

ほど言いましたように、以前から住民か

ら大変要望が寄せられていた下水道布設

の問題を解決することを優先された中で、

都市計画法によります開発区域と今回摂

津市における開発協議基準によります開

発のことを拡大解釈をされたというふう

なことになるんだろうと思います。これ

はもう終わったことなので蒸し返すとい

うことにはならないわけですけども、た

だ今後もこういうケースで一部建築確認

すれば開発の３，０００平米以下にする

ことができるという前例となって、それ

がまた開発業者がそういう手段をとると

いうことになりますと、これはせっかく

開発基準を設けて空地を取っていこうと

いう、それをなし崩しになる可能性があ

りますので、今後のさらにこういったケー

スも含めて明確に開発基準というものに

ついては３，０００平米の規定をしっか

りと網掛けをした上で、それを改正をし

たことをきちっと明記して、開発業者に

対してもそのことを公表することを要望

し、一体は一体だという考え方のもとで

今後そういうふうにしていただきたいと

いうこと、これはぜひ要望しておきたい

と思います。

　それから２点目には大阪府から権限移

譲というのがありました。平成２４年度

から都市計画法に基づく開発行為の許可

も本市が行うということに計画ではなっ

てます。したがって今後は開発基準もそ

うですし、都市計画法に基づく考え方も

要はその考え方に委ねられるということ

になってまいりますから、よりしっかり

とした対応が求められるということにな

ります。開発業者に対してこういう業者

に有利な解釈にならないように、屈しな

いように対応することが求められており

ますし、そのことは非常に大事だと思い

ます。開発協議基準は条例の裏づけがあ

りませんので、法律的には拘束力がない

んです。そういう意味では担当者の強い

対応が求められますし、ある意味ではこ

れから住む人の立場にたって住みにくい

まちづくりは絶対させないというふうな

強い使命感が必要であると思います。そ

ういう人材の確保と体制づくりについて

本当に市当局としては認識をされている

のかどうか、本来なら副市長に１回お問

いをしたいところでありますけども、こ

れは要望としたいと思います。

　それと３点目には今回の予算で都市計

画マスタープランとか住宅マスタープラ

ンまたは緑の基本計画の改定のための予

算が組まれていますけども、実際に計画

ができ上がっても民間開発業者に対して

現実にこの計画の実現に向けたまちづく

りを行ってもらうためには、この開発協

議基準が最も重要になってくると思うん

ですけども、そういう意味ではこの開発

協議基準と今後つくられるマスタープラ

ンがちゃんと整合しているということも

重要になってまいりますし、そういう意

味ではあわせてこの開発協議基準の整合

性をちゃんと見直しをしていただくとい

うことも要望しておきたいと思います。
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　４点目には実際に千里丘東１丁目には

ちびっ子広場がなくなってしまいました。

しかもたくさんの新しい住宅が立ち並ん

でいまして子供たちがたくさん増えてま

すし、そういう意味ではこのことについ

ては早急な取り組みとして、主として対

応を考えていただきたいということを要

望いたします。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　木村委員。

○木村勝彦委員　藤浦委員の質問に関連

するんですけども、住宅開発する場合に

建築基準法あるいは民法等のいろんな法

の規制を受けて開発業者にもいろいろと

制約が加えられるんですけれども、現実

に東別府でも一括開発をせずに一件ずつ

建築をしてやっていくというような手法

をとった業者もおりましたし、正雀本町

２丁目でも一戸建て住宅でしたけれども

やはり隣地との５０センチの空間を確保

されないということで開発が進められた

経緯があります。私もこの２つの例に関

係したんですけども、結局、建築基準法、

民法はざる法で、抜け道がたくさんあり

ます。業者は非常に強気な態度で地元の

住民に折衝していきますし、そういう点

では行政の行政指導、どこまでやってお

られるんかなということについて若干疑

義を感じるケースがあります。私はその

２件の案件についていろいろと業者と折

衝しました。最初は業者は市の許可をも

らってますと、錦の御旗をもらってるか

ら規定どおりやっていきますということ

で突っ張ってきたんですけれども、私は

そういう事では近隣の住民は納得しない

ということで、訴訟を起こすということ

を業者に提起しました。そうしたら業者

のほうも最初は強行に、先ほど申し上げ

ましたように市の許可をもらってるんだ

から、何ら問題ないんだからということ

を言っておりましたけれども、最終的に

訴訟を起こすと、工事差止請求をすると

いうことを言いますと、上司と相談して

くるというような形で持って帰られて、

最終的には社長が来られてどうするんや

ということを言いましたら、うちは規定

方針どおりやらしてもらいたいというこ

とで、そうしたら工事差止請求させても

らうということを言いますと、ちょっと

待ってください、一回持ち帰って検討さ

せてもらいたいということで再度持ち帰っ

てきた結果が、これから摂津市内で開発

行為をやっていきたい、そういう点では

周辺住民との調和、話し合いというもの

を大事にしたいから何とか改善しますと

いうことで鉄骨三階建ての棟上げをして

おったんですけれども、結局は鉄骨を解

体してもう一から建て直しをしたという

ことが正雀本町２丁目でもありました。

　東別府の例を言いましても市の水路を

利用した形で開発しようとして、結局そ

のことも同じように対応したところ業者

のほうもこれは改善するということにな

りました。今回も東別府の電電公社の跡

地にスーパーがきて、開発をする中で、

一括開発ではなしに開発を進めていると

いうようなパターン、いろんな手法をとっ

ていきます。そういう点では行政の指導

というのはどこまで徹底されておるのか

なという疑問を私は感じるわけです。我々

が住民と一緒になって対応したら業者の

態度が変わるというところ、住民パワー

だと言ってしまえばそれまでですけれど

も、やはり行政が摂津市のまちづくりを

する上で毅然として指導していくという

態度が必要だと思うんです。法があるか

ら、悪法も法なりで法の道理を出してこ

られたらどうしようもないということで

はなしに、やはり開発業者と行政のお互

いのまちづくりに対する情熱、信頼関係
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を通して摂津市のまちづくりに協力して

もらうという強い態度で指導していくこ

とが大事だと思うんです。その辺の担当

部としてのお考えを説明願いたいと思い

ます。

○山本靖一委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　木村委員のご指摘

のとおり今後、住宅開発あるいはさまざ

まな開発につきまして、摂津市の開発協

議基準に基づきまして的確に指導してま

いりたいと思います。今後も職員につき

ましてもそういう指導を行ってまいりま

すので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　部長からそういう答弁

いただいたんですけれども、これからやっ

ていこうという姿勢をしっかりと持って

業者と折衝すべきだと思いますし、さら

に加えて鳥飼野々３丁目のマンションの

建設のときでも日照権の問題で、非常に

曖昧な線引きをされて周辺の住民の方が

自分のとこだけが除外されておるという

ことで相談に来られて、結局その業者と

もいろいろと折衝した結果、最初は自治

会長から判をもらっていますということ

で突っぱねておったんですけども、最終

的に私も中に入っていろいろと折衝した

結果、その方にも補償を出すというよう

な形になったケースもあります。そうい

う点では周辺住民の理解を得るための努

力を業者がどれだけしたかというのをきっ

ちりと点検してやっていかないと、そう

いうふうに行政の許可をもらったという

ことを業者は錦の御旗にします。そのこ

とが地域の負担につながっていったり周

辺住民に迷惑かけたりということになっ

てくるんですから、やはり整然としたま

ちをつくっていこうと思えば担当部のほ

うでしっかりとチェックをしながら業者

に対して指導していくいう姿勢を今後も

貫いてもらいたいということでこれは要

望にしておきます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

よろしいですか。

　以上で議案第１号所管分及び議案第９

号所管分の質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１５分　休憩）

（午前１０時１６分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　議案第３３号の審査を行います。本件

については補足説明を省略し質疑に入り

ます。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　今回、３つの市営駐車

場の料金の改定ということでございます

けども、基準をどのように考えて改定を

されたのかということについて質問した

いと思います。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、藤浦委

員の１回目の質問にお答えさせていただ

きます。

　駅周辺には民間の駐車場で１日最大４

００円か１，０００円程度までの駐車場

がございます。私どもは８時間上限とし

て１，７００円という形をずっととらせ

ていただいておりましたけれども、利用

率が低下しておりましたので、利用率向

上と駅周辺での違法駐車防止対策を図る

意味で１，０００円までのところを侵さ

ない程度でということで１，０００円上

限、３０分１００円、５時間は全部で１，

０００円という形をとらせていただいた

ところでございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　私が見てきたところ、

ＪＲ千里丘駅周辺の民間駐車場で言いま

すと、３０分１００円、１２時間で７０
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０円というのがありました。それから６

０分で１００円、２４時間で１，０００

円という所もあります。８時から２０時

までが３０分で１００円、２０時から朝

の８時までは６０分で１００円、２４時

間で９００円という所もありました。

　また、モノレール摂津駅の自動車駐車

場ですけども、十三高槻線の高架下のと

ころ、学園町にありますけど、大阪府の

敷地にある駐車場は６０分で１００円、

２４時間で５００円です。市役所の駐車

場はただですから、ほとんどとめられる

可能性の少ない駐車場になっていると思

います。

　それから、モノレール南摂津駅の駐車

場です。高架下のところに設けてある民

間駐車場は７時から１９時が４５分で１

００円、１９時から朝の７時までが６０

分で１００円、２４時間で８００円とい

うことになってます。それからアトリウ

ム南摂津の民間駐車場は２時間無料、こ

れは店と一緒になってますから２時間無

料で、それ以降６０分が１００円、２４

時間で６００円ということになってます。

　ＪＲ千里丘駅とモノレール南摂津駅と

では大分条件が違います。大分価格が低

いです。したがって、今回改正された１，

０００円上限で本当に妥当なのかどうか

という、本当に利用してもらおうという

ことでの判断になるのかどうか、もう一

回、周辺の駐車場の値段とあわせてご答

弁いただきたいと思います。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　確かに私どもが最

初に考えましたのもフォルテ摂津の駐車

場の利用率のことを考えております。南

摂津駅のところでもそうなんですけど、

駅近くということで高架下においてその

まま駅に上がっていただけるという形で

同じ料金体制をとらせていただいたとこ

ろでございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　本来、民間的な考え方

で採算のとれるように駐車場の値段を設

定するのであれば、この現状、周辺にあ

る部分よりも少し高めぐらいに設定しと

かないと恐らく採算がとれないだろうと

思うんです。どちらかというと公平性を

考えて３つとも同じ値段にしたというふ

うにとらえられるんですけど。その辺の

考え方としては、細かく分析して、例え

ば、南摂津の駅前は民間駐車場が上限８

００円なら同じ８００円にするとか、そ

んなに距離も変わらない、ほとんど一緒

ですから、実際、朝に見にいったら、民

間駐車場には結構車がとまってるんです。

市の駐車場には２台しかとまってません。

　その辺の感覚をしっかり持ってもらっ

て、今回条例が議案として上がってます

けど、経過を見ながら、注視しながら、

民間的な考え方をしっかり考慮した上で

値段の設定をしていただきたいというこ

とでこれは要望としときます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　原田委員。

○原田平委員　自動車駐車場の料金につ

いては、以前から私も指摘をしてきまし

て、この改正案に至ったのだと思います。

出された料金についてはおおむね妥当か

という判断を出しております。先の委員

会でも申し上げましたようにやはり利用

していただくために値下げをし、大いに

利用していただいて採算性を図るという

ことを検討していただけたと思うわけで

ございます。

　摂津市立の自動車駐車場条例は５つあ

ります。このうち摂津市立小川自動車駐

車場は１日１回３００円という料金設定

がされています。これについて以前から

考えておったわけでありますが、公平性
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から言えば、改定をしなければならない。

もともと文化ホールの使用とか旧総合福

祉会館等の利用ということもあったわけ

でありますが、今はもうそういうことは

関係なしに利用をしております。市立の

自動車駐車場という観点から言えば、統

一しなければならないと感じておるわけ

ですが、どういったお考えお持ちなのか

お尋ねいたしたいと思いますし、コミュ

ニティプラザの駐車場は５００円という

ことになってます。施設利用ということ

があるんでしょうけれども、小川駐車場

との兼ね合い、やはり一元管理をして、

統一しなければならないと考えているの

ですけれども、お考えをお聞きいたした

いと思います。

○山本靖一委員長　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　それでは条例の

全般論になりますので、私のほうから答

弁させていただきます。確かに市立自動

車駐車場条例の中には５つの駐車場を規

定しておりまして、その中の所管といた

しましては、小川駐車場のみが生活環境

部の自治振興課の所管で運営しておる駐

車場でございまして、それ以外の４つ駐

車場、フォルテ摂津自動車駐車場、それ

からモノレールの摂津駅前自動車駐車場、

それから南摂津駅前第１自動車駐車場と

第２駐車場この４つの駐車場につきまし

ては土木下水道部の道路交通課の所管で

運営しております。確かに、委員がご指

摘のように条例の中での料金設定におき

ましては、小川駐車場だけは１回１日３

００円ということになっております。こ

の辺の市立駐車場自動車駐車場条例の中

でのバランスがおかしいとは思いますの

で、これにつきましてはどういうふうに

一元化を考えるのか、１回当たりをやめ

るのか、もしくはコミュニティプラザ条

例の中に入っております駐車場、タワー

パーキングですが、あれは１回５００円

ということで規定しておる駐車場になっ

ておりますので、この辺につきましても

市内部で検討していきたいと思っており

ます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　部長からご答弁いただき、

考えを聞いたわけでございますが、小川

駐車場もコミュニティプラザの駐車場も

市が管理しているわけですし、預けられ

る仕組みについては、公平性というもの

を守らなくてはならない。小川駐車場の

３００円が安いというふうに思うけれど

も一方によれば３０分で出す場合は３０

分で３００円という法外な値段になるわ

けです。だからそういった意味でやはり

この際に統一をきちっとして、生活環境

部所管事項は当委員会では審査できませ

んが、やはりそういうとこも統一してい

ただきたい。副市長に見解を求めたいん

ですけども民生常任委員会のほうに出ら

れておられますので、その旨お伝えいた

だいて公平性という立場からやっていた

だきたいということが私の言いたいこと

です。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時２８分　休憩）

（午前１０時２９分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。議案第

５号及び議案第１２号の審査を行います。

　本２件のうち議案第１２号については

補足説明を省略し、議案第５号について

補足説明を求めます。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　それでは、議案

第５号、平成２４年度摂津市公共下水道

事業特別会計予算につきまして目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい
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ただきます。

　予算書の１２ページをお開き願います。

　まず歳入でございますが、款１、分担

金及び負担金、項１、負担金、目１、公

債費負担金は、前年度に比べ２，２２１

万３，０００円の減額となっております。

これは吹田市及び茨木市の下水が一部本

市の公共下水道管に流入するため、両市

より当該公共下水道管の起債償還にあわ

せて負担金を徴収しているもので、起債

償還金の減少に伴い負担金額が減少する

ことによるものでございます。

　目２、受益者負担金は、前年度にくら

べ６６０万５，０００円の増額で、これ

は賦課面積の増加によるものでございま

す。

　款２、使用料及び手数料、項１、使用

料、目１、下水道使用料は、前年度と同

額といたしております。

　項２、手数料、目１、下水道手数料は、

前年度に比べ１万円の増額で、これは排

水設備に係る指定工事店登録件数の増加

を見込んだものでございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金は、前年

度に比べ３，７５０万の減額で、これは

補助事業の減少によるものでございます。

　１４ページ、款４、繰入金、項１、目

１、一般会計繰入金は、前年度に比べ２，

５３１万７，０００円の減額でございま

す。これは主に公債費の減少によるもの

でございます。

　款５、諸収入、項１、資金貸付金返還

収入、目１、水洗便所改造資金貸付金返

還収入は、前年度にくらべ４万９，００

０円の減額で、これは貸付件数の減少に

伴う返還金の減少によるものでございま

す。

　項２、目１、雑入は、共通仕様書の改

定を行い、一部をホームページへの掲載

を始めることに伴い、７，０００円の減

額となるものでございます。

　款６、市債、項１、市債、目１、下水

道債は、前年度に比べ９，９８０万円の

減額で、これは主に資本費平準化債の減

少によるものでございます。

　続きまして歳出でございますが、予算

書の１６ページをお開き願います。

　款１、下水道費、項１、目１、下水道

総務費は、下水道業務課及び下水道事業

課職員の人件費のほか、節１３、委託料

では地方公営企業法適用支援業務に係る

委託料、節１９、負担金、補助及び交付

金では、日本下水道協会などに対する負

担金、節２７、公課費では、消費税及び

地方消費税でございます。

　下水道総務費は、前年度に比べ２，０

１２万円の増額で、これは主に地方公営

企業法適用に向けた委託料の増加による

ものでございます。

　項２、下水道事業費、目１、下水道管

理費は節１１、需用費では、下水道施設

の維持管理に係る消耗品などでございま

す。

　１８ページをお開き願います。

　節１３、委託料では、集中管理室、ポ

ンプ場設備、親水施設などの維持管理に

係る委託料、下水道使用料徴収事務委託

料及び管渠などの調査委託料でございま

す。

　節１５、工事請負費では、十三高槻線

整備に伴います下水道管移設工事費、節

１９、負担金、補助及び交付金では、安

威川流域下水道維持管理負担金など、節

２１、貸付金は、水洗便所改造資金貸付

金でございます。

　下水道管理費は、前年度に比べ４，９

１３万円の減額で、これは主に公共下水

道管理事業に係る委託料の減少によるも

のでございます。
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　目２、下水道整備費は、下水道事業課

職員の人件費のほか、２０ページに示し

ております節１３、委託料では、工事設

計外委託料などでございます。

　節１５、工事請負費では、公共下水道

工事費、節１９、負担金、補助及び交付

金では、安威川流域下水道建設負担金、

節２２、補償、補填及び賠償金では、下

水道工事に伴う水道管などの移設費でご

ざいます。

　下水道事業費は、前年度に比べ１，０

９７万５，０００円の減額で、これは主

に工事設計委託料の減少によるものでご

ざいます。

　款２、公債費、項１、公債費、目１、

元金は、公共下水道事業債、流域下水道

事業債、及び資本費平準化債の元金償還

金で前年度に比べ、４，２８２万７，０

００円の減額でございます。

　目２、利子は、前年度に比べ９，５４

５万９，０００円の減額でございます。

　款３、予備費、項１、目１、予備費は、

前年度と同額でございます。なお給与費

明細書につきましては２４ページから３

１ページに、地方債に関する調書につき

ましては３２ページそれぞれ記載してお

りますのでご参照賜りますようお願い申

し上げます。

　以上、議案第５号、平成２４年度摂津

市公共下水道事業特別会計予算内容の補

足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり質疑に

入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　何点か質疑をさせてい

ただきます。

　まず１点目、受益者負担金についてで

ございます。予算書の１２ページ款１、

分担金及び負担金、項１、負担金、目２、

受益者負担金について１，４００万５，

０００円となっています。前年度が７４

０万円でしたので倍近くになっています

けれども、内容をご説明いただきたいと

思います。

　それから２番目、下水道の使用料でご

ざいます。同じく１２ページ款２、使用

料及び手数料、項１、使用料、目１、下

水道使用料で、１８億３，５０２万円、

昨年度と同額になってますけども、これ

は経済の状況とか東日本大震災、また電

力不足、いろんなことがありますけども、

収支の見通しとあわせて今年の下水道の

使用料の予測について、去年と比べてど

うだとかご説明いただきたいと思います。

　３番目に、福祉減免の影響額です。福

祉減免が廃止されることになりますと、

若干増収になると思いますが、幾らぐら

いになるのか確認したいと思います。

　４番目に、資本費平準化債でございま

す。予算書１４ページ、款６、市債、項

１、市債、目１、下水道債、資本費平準

化債１２億２，３００万円ということで

ございます。この状況についてご説明い

ただきたいと思います。

　５番目に、安威川流域下水道維持管理

負担金についてでございます。予算書１

８ページ、款１、下水道費、項２、下水

道事業費、目１、下水道管理費、安威川

流域下水道維持管理負担金６億２，１４

０万１，０００円ですけども、どのよう

な根拠でこういうふうになっているのか

ご説明お願いします。

　６番目に公共下水道事業についてでご

ざいます。予算書では２０ページの款１、

下水道費、項２、下水道事業費、目２、

下水道整備費、工事請負費中、公共下水

道工事で２億６，３００万円でございま

すが、総延長で２，３４７．４メートル

の工事になるということでございます。

この工事によりまして人口普及率は約何
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％増えることになるのかと、これによっ

てトータルとして市内の人口普及率は何

％になる予定なのかということを教えて

ください。

　最後に７番目でございますが、職員数

の減少についてでございます。一覧表で

言いますと職員数について昨年より２人

減って１４名態勢ということになってい

るようでございますが、どのような状況

になってるのか最初に説明をお願いした

いと思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　まず１点目の

受益者負担金でございますけども、受益

者負担金につきましては、賦課面積が増

えるということで前年は７２２万円でご

ざいましたけども今年度は１，３８２万

円、これが現年度分でございまして、滞

納繰越分１８万５，０００円を含めまし

て予算額となっております。受益者負担

金については期別で納付される場合と一

括で納付される場合があるんですけれど

も、予算では開発物件等については一括

納付として計上しております。それ以外

につきましては、期別納付として調定額

に収納率８６％程度を乗じて算定してい

るということでございます。次の使用料

でございますけれども、昨年と同額にし

ております。平成１９年度に２０億円を

超えたんですけども、以降ずっと減少し

てきております。これは節水意識の定着

ですとか景気の影響があると考えており

ますけれども、平成２３年度、今年度に

つきましては、予算額程度、１８億３，

５００万程度を見込めるというのが今の

予想でございます。そういうことで平成

１９年度以降続いておりました減少傾向

には歯止めがかかるというか、一定のと

ころに落ち着こうとしていると思われま

す。ただ、これが平成２３年度で終わる

のかどうか、そこら辺はまだはっきりと

わかりません。ただ私どもが大口の企業

等に電話で節水の計画等があるのかとい

うようなことも聞いておりまして、そう

いう計画はないということです。景気の

影響というのは大きいと思われますけれ

ども、特にそういった節水の計画はない

ということです。一般家庭等につきまし

ては、しばらく節水ということが続いて

いくのかなとは思うんですけども、その

減少率も若干低下していっております。

さらに平成２４年度につきましては、新

規分もあるし、福祉減免の廃止というこ

ともございまして、前年度と同額とした

ということです。その福祉減免の廃止の

影響額でございますけども、年間で大体

１，８００万円を見込んでおります。半

期ですと９００万円ということになって

います。平成２４年度は９００万円程度

を見込んでいるということでございます。

　平準化債でございますけども、引き続

き中期財政見通しで、平準化債の発行が

見込まれているということで、今後につ

いても我々も必要だと考えております。

　平準化債は年間６％元金を返し、３年

間据え置きということで、１０年間で４

２％の元金を償還します。１０年目に一

括償還となります。残り５８％分につい

て一括償還になるわけなんですけども、

その財源としては借換債を予定している

ということで、平成２６年度以降、平準

化債の一括償還が始まるということで、

公債費も増えますが、借換債の発行を行

うということでございます。

　安威川流域下水道維持管理負担金の内

訳ですけども、負担金につきましては前

年よりも約６４０万円の減少になってお

ります。その内訳としましては、安威川

流域分で３９２万円の減少、淀川右岸流

域分で２４７万円の減少となっておりま
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す。安威川流域分の減少につきましては、

電力量と電力の単価等が上がるというこ

と、さらに退職者も増えるということで、

中央処理場全体としては増額になるんで

すけれども、本市の負担金としては全体

では先ほど言いましたように４００万程

度の減少になるということです。この理

由としては、ひとつは汚水の負担割合が

前年度は１９．２９％でございましたけ

ども、今年度については１９．０９％で、

負担率が若干下がっているということが

ございます。

　味舌ポンプ場、摂津ポンプ場の経費に

つきましても、両ポンプ場で４００万円

程度の減少ということになっております。

　一方で先ほど言いましたように、退職

者の増加等から人件費は５２０万円程度

の増になります。これら全体では中央処

理場での減少、ポンプ場での減少、総務

費と人件費では増えますけども、安威川

流域分としては４００万円程度の減少に

なるということです。

　淀川右岸流域分でも減少になるんです

けれども、これは退職者の減少に伴いま

して減になるということで、２４７万円

程度の減になるということで、両方で６

４０万円程度の減になるという内容でご

ざいます。

　それから、最後の職員数が前年より２

名減少しているということで、平成２３

年度から整備課と管理課が一緒になって

事業課ということになりました。今まで

課ごとの業務が一緒になったということ

で、繁忙期にお互いに協力し合えるとい

うようなこともありますし、またそれぞ

れ年数を経て経験を積んだということで、

今まで以上に業務がこなせるようになっ

たということもあります。

　さらに下水道事業課も業務課もそうな

んですけども、一般会計にまたがる業務

というのがございまして、そういった一

般会計と特別会計にまたがる職員という

のは、一般会計のほうで負担をしてもらっ

ているというような事情もございまして、

特別会計としては２名減少ですけども、

実際にはそれ以上の職員で対応している

のが現状でございます。

　ただ、今後、業務量等が増えてくれば

今の人員でいいのかどうか、これは今後

の課題ということになろうかと思います。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　それでは、６

番目の質問に答弁いたします。

　平成２４年度の下水道工事による普及

率の推移はどうなるのかというようなこ

とで、下水道工事なんですけれども、全

体で約２．３キロメートルの工事を計画

しておりまして、普及率に反映します住

宅関連の工事のほとんどが相生住宅の事

業になってまいります。その事業が約６

４０メートルを考えておりまして、それ

に伴いまして、普及率といたしましては、

０．４％のアップと考えております。

　現在普及率として集約させていただい

ておりますのは、平成２２年度末の普及

率で、合流区域が９９．３％、分流区域

で９５．４％、市全体で９７．３％とい

う状況になってございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　１点目の受益者負担金

でございますけども、３年間で６期に分

割して納付というシステムですけども、

平成２２年度でも結局、一括納付が８割

を超えていたということで、増額補正を

されたというようなことがありまして、

今回は開発分については一括納付される

という予測になっているということで増

えているということでございました。こ

れは、理解いたしました。結構でござい

ます。
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　それから２番目の下水道使用料でござ

いますが、減少については、一定歯どめ

がかかっているのかなという見方である

ということでございまして、しかし一般

家庭については節水についてはこれから

も続くであろうというふうな予測である

ということでございました。

　平成２２年度決算では、実質収支の赤

字額が前年度の１億１，２９６万２，１

９４円から２９４万１，９８３円に大幅

に圧縮をされました。そのときの要因は

資本費平準化債７，０００万円の増額や

安威川流域水道からの返還金が３，００

０万入ったということであって、実際に

は下水道使用料については減少していっ

ているということでございましたけども、

実質収支の赤字額の関係ではどういう見

方をされていて、黒字に転換していくと

いうような見通しになるのか、その見通

しをお願いしたいと思います。

　それから福祉減免額としては、これは

わかりました。結構でございます。

　それから、資本費平準化債の発行につ

いてもこれも毎回お聞きをしていまして、

平成２２年度の決算の時に、中期財政見

通しでも少なくとも平成２９年度までは

発行する必要があるということで言われ

ていましたし、それから借換債が平成２

６年から始まってくるということもあり

まして、全体の償還計画が非常に気にな

るんです。これも、毎回聞いているです

けど、非常に不安なんです。どんどん口

数が増えることによって償還額が減らな

いという状況が続いていっているという

ことになりますけども、数年分の計画は

前回いただいているんですけども、この

償還計画と平準化債の発行、それから借

換債の発行等について、本来なら一覧表

なりを作って管理していくということが

肝要だと思うんですけども、この辺の考

え方はどうされているのか。管理の仕方、

それからどういう見方をされているのか、

非常に心配なので一度聞いておきたいと

思います。

　それから５番目の安威川流域下水道維

持管理負担金についてでございますが、

これは理解しました。

　６番目の公共下水道事業につきまして

は、平成２２年度末は前回も答弁をいた

だいておるんですが、平成２４年度の工

事を実施した場合の状況はわかりました。

　鳥飼八町地域、以前に計画があったん

ですが、東別府に公共下水道が入るとい

うことになって東別府が優先になってき

たと思うんですけども、この辺の考え方

も一度、今後の計画の確認をしておきた

いと思います。

　それから７番目、職員数についてでご

ざいますが、実際には１４人以外にも一

般会計の分で掌握されている、所管され

ている方も入っていますよということで

ございますが、一番心配しているのは業

務が今まで過去にはいろいろと徴収漏れ

の件があったりとかありましたけど、今

後は下水道企業会計の移行なども進めて

いくということになるでしょうから、十

分な人的体制が取れているのかどうかと

いうことが気になっているわけでござい

まして、そういった業務の面からどうい

う状況になっているのか再度この点につ

いてご答弁いただきたいと思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　赤字の解消見

込みでございますけども、使用料収入が

予算額程度確保できれば赤字は十分解消

されると考えております。今の予想では

赤字は解消されるというふうに考えてお

ります。

　平成２４年度以降につきましても、使

用料収入次第かと思います。大幅に落ち
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込むようなことがなければ、大幅な黒字

とはいかないと思いますけれども、ほぼ

とんとんくらいでいけるのかなというふ

うに考えております。

　それと、資本費平準化債ですけども、

以前は経営健全化計画というのを作成し

ておりまして、中長期的な計画があった

わけでございます。そういった計画が必

要ということで、以前、委員から指摘さ

れた経緯がございます。現在内部で、中

期計画を作成しておりまして、そういっ

た中で公債費、さらには起債の発行額、

こういったものをトータルで見ていきた

い、管理運営に今まで以上に力を注ぎた

いと考えているところでございます。

　それから企業会計への移行に向けて職

員がどうなるのかというご質問でござい

ますけども、大きな課題として我々も企

業会計に精通した職員をこれからも育成

していかなければならないと考えていま

す。

　今、個人でいろいろ企業会計の勉強等

はしておりますけども、異動等があれば

そういった職員もいなくなってしまうと

いうこともございますので、そういった

職員を確保するように人事課とも話をし

ておるところでございまして、そういっ

た企業会計移行に向けた職員の確保に今

後も努めていきたいと思います。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　鳥飼八町地域

の事業計画ということでございまして、

八町地域自体が市街化調整区域というこ

とでございます。実際に事業を行うとい

たしますと、補助事業の採択基準から言

いますと、普及率が９０％を超えれば事

業区域に入れていけますよという内容の

もとに計画をいたしておるんですが、今

近々の課題の相生住宅、これが平成２３

年、平成２４年、平成２５年というかた

ちで整備をしていこうと考えてございま

す。その整備が終わりましたら、八町地

域も補助事業として事業採択の条件は満

たしておる状況でございますので、平成

２３年度、今年も委託発注をさせていた

だいております。

　八町区域をその事業認可区域に入れる

委託も今かけている状況で、その事業認

可区域に入れていくための準備をしてい

るという状況でございます。

　ですから、相生住宅が一定めどがつく

中で、八町区域の方へ入っていきたいと

いうふうな計画を今持ってございます。

よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　最後にさせていただき

たいと思いますが、まず２番目の下水道

使用料の件でございますが、予定どおり

であればとんとんになりますよというこ

とで、赤字は何とか避けれるというよう

なご答弁でございました。

　下水料金は、摂津市は安い料金ではあ

りませんので、どうか下水道料金を計画

的に今後も見通しをつけながら、ずっと

据え置いていけるように市民生活に影響

が及ばないようにお願いしておきたいと

思います。

　それから資本費平準化債について中期

計画を作っていただいているということ

でございますので、ぜひこれは早期に作っ

ていただきながら、我々にも示していた

だいて安心さしていただけたらありがた

いと思います。これは計画的な運用をし

ていただくようにお願いをしておきたい

と思います。

　それから、６番目の公共下水道事業で

ございますが、平成２６年以降に今度は

八町地域にも下水道の普及、下水管の布

設を考えてられるというふうに言われま

したけども、計画的に着々と進めていた
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だくということでお願いしておきたいと

思います。

　それから７番目の職員数の減少等につ

いてでございますけども、こちらの方も

人事の関係でありますから、担当課だけ

でどうこうという部分だけではすまない

と思いますけども、少数精鋭でしっかり

と業務が守れるように鋭意努力をしてい

ただきたいということで、要望としてお

きます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　まず補正予算第３号につ

いてでございますが、１３ページの公共

下水道台帳システム構築委託料として、

当初３，８００万円で計上されていまし

て、補正額で７５５万円の減額でありま

す。これに至った経過、そして今の公共

下水道台帳システム構築事業がどのよう

に続いているのかお尋ねしたいと思いま

す。

　１５ページでありますが、安威川流域

下水道建設負担金で９８３万８，０００

円の減額であります。それについての説

明をいただきたいと思います。

　次に、補正第３号で工事請負費で１，

６００万円の減額になっております。十

三高槻線の下水管移設工事だと思います。

工事が遅れているということだと思うん

ですが、ご説明をお願いしたいと思いま

す。

　続きまして平成２４年度当初予算の方

で、先ほど下水道料金の問題で藤浦委員

も聞かれましたが、１８億３，５０２万

円の内訳についてお聞きをいたしたいと

思います。前年度から繰越しされている

延滞とか滞納とかそういった部分への対

応をお聞きしたいと思います。

　１９ページの集中管理室の維持管理業

務委託料であります。これは私が長年に

わたって改善をするべきだというふうに

言っていますし、この管理室の業務のあ

り方について以前から指摘をいたしてお

りました。今後どういうふうにされてい

くのかお尋ねいたしたいと思います。

　１９ページ、下水道台帳の委託料とし

て３５０万円であります。これはシステ

ム構築の問題とのかかわりがあろうかと

思いますけども詳しくお聞きをいたした

いと思います。

　１７ページに戻りますが、地方公営企

業法適用支援業務委託料ということで、

３，３６０万円の予算が組まれています

がこれについてのご説明をいただきたい

と思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　まず使用料収

入の内訳ということで現年度分、過年度

分がどうなっているのかというご質問で

ございます。

　この内訳なんですけども、平成２３年

度の収入未済額、この把握が現時点でな

かなか困難でございます。ご質問の滞納

分、現年分というような内訳というのは

今の時点では算出できないということで、

先ほど言いましたように使用料収入につ

いては、今年度、平成２３年度分の決算

見込み等から予算額を計上しているとこ

ろでございます。

　それから企業会計に関する平成２４年

度の委託でございますけども、企業会計

に向けて平成２６年度の企業会計導入と

いうことで当初、平成２３年度に資産の

調査評価、企業会計への移行支援業務、

さらにシステム導入にかかる業務、これ

をまとめて一括で発注する予定としてお

りました。しかしながら、１つには国の

ほうでは平成２７年度ぐらいに企業会計、

下水道事業に対する法の強制適用という

ようなことも言われていたんですけども、

現時点でそういった時期については未定
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であると、今後検討するというようなこ

とになっております。

　さらに今、地方公営企業法の改正がさ

れておりまして、この中では見なし償却

が廃止されるなど、減価償却費が増える

ような傾向があります。本市の場合は、

資本費平準化債が今後も必要ということ

で、減価償却費が増えるようなことにな

りますと、結果的に資本費平準化債の発

行額が減ってしまうというようなことも

ございます。

　そうなった場合に、市の財政への影響

も大きいということで当初は平成２３年

度の一括発注ということを予定しており

ましたけれども、今の時点では資産調査

と評価をまず先行させて、以降の業務に

ついては資本費平準化債への影響を見き

わめた上で考えていきたいというふうに、

当初の予定を変更しております。

　この関係で本来、平成２３年度の昨年

１２月ぐらいに委託発注を予定していた

んですけども、今言ったような事情で少

なくとも数回に分けて発注する必要があ

るのかということで、まず資産調査評価

をする必要があるかと考えています。

　ちょうど１２月ぐらいに緊急雇用対策

事業ということで、それに採択されるよ

うなことがあれば、全額補助金で賄える

ということもございまして、平成２４年

度の雇用対策事業に採択されるかどうか

わからないけども、とりあえずエントリー

していこうということで、エントリーを

しました。結果的には、これがＯＫとな

りまして、資産調査評価業務については、

雇用促進事業ということで全額補助で実

施できることになりました。ただこれは

平成２４年度の事業として実施する必要

がございますので、平成２３年度の委託

発注はできないということになります。

　現在考えておりますのは、平成２４年

度早期に資産調査評価業務を委託しまし

て、平成２４年度中に資本費平準化債へ

の影響を見きわめて、平成２５年度、平

成２６年度に委託をどうするのかという

ことを考えていきたいというふうに思っ

ております。したがって、当初予定して

おりました平成２６年度の法適化という

のは、資産調査評価をして資本費平準化

債への影響を見きわめたのちに判断させ

ていただこうというふうに考えていると

ころでございます。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　それでは、原

田委員のご質問に答弁をさせていただき

ます。

　まず１番目、補正第３号の公共下水道

台帳システム構築委託料の減額について

ということでございます。

　減額理由は基本的に入札差金でござい

ます。システム構築委託料がどう進んで

いくのかというお問いかと思います。現

在、下水道台帳は紙ベースの下水道台帳

でございます。それを電子化する委託業

務となってございます。

　利点としましては、きめ細やかな施設

情報の提供ができ、窓口業務も迅速化す

ることができるというような対応を図っ

ていきたいというふうに考えております。

　財源につきましては、緊急雇用創出基

金を当ててございます。

　続きまして２番目、安威川流域下水道

建設負担金の減額理由ということでござ

いますが、当初の負担金が国の内示額の

要望を大きく下回ったというのが主な理

由でございます。それに伴って事業計画

の見直しによって減額させてございます。

　３番目の工事請負費の中での１，６０

０万円の減額ですが、現在整備されてい

る十三高槻線の一部に未整備の場所がご

ざいます。１件の用地買収がまだ完了し
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ておりませんで、その状況を見ながら予

算を上げさせていただきましたが、減額

して次の年に上げていくという状況になっ

ています。

　茨木土木事務所からは、今年度でめど

をつけて、来年度には実施できる方向に

なるだろうということで、聞いておりま

す。

　５番目の集中管理室の維持管理業務の

状況ということで、原田委員から以前か

らいろいろとご指摘を賜ってございまし

て、まず入札方法について随意契約から

競争入札に変えました。その後、内容の

精査をする中で入札も単年度ではなくて

３年の継続の契約とすることによって経

費を削減いたしました。現在、平成２２

年度から平成２５年度の３年間、複数年

契約でもって実施をさせていただいてい

るところでございます。

　体制につきましては、以前から夏場だ

けの対応でいいんのではないかというご

指摘もいただいておったんですけれども、

昨今のゲリラ豪雨等の関係もございます

中で、市民の安全、安心を考えまして、

やはり２４時間体制の体制はもう少し続

けたいというような思いでおりまして、

今後の気象状況等を十分考慮しながら日々

の作業実態等も十分検証する中で、経費

の削減ができるものについては、今後も

検証してまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。

　それとあと下水道台帳委託料というこ

とで、今回上げさせてもらっております

のが、下水道台帳の整理を行うというこ

とでこれも１７０万円ほど計上させてい

ただいておるんですけれども、これも緊

急雇用の創出基金を使いまして、現在の

下水道台帳の中に、埋設位置はわかるん

ですがそれの属性、いつ布設したかとか

どのような管種であったり、どのような

深さであったりというようなもの、鳥飼

区画整理の中の工事につきましては、ま

だその辺の整理ができておりませんで、

そのあたりを臨時職員でさせていただい

ているという状況でございます。

　通常の工事台帳委託料につきましては、

年度ごとの下水道工事施工分と開発施工

分、そのあたりを台帳にリンクしていく

という作業を行っております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　まず公共下水道台帳シス

テムができあがり、電子化になったとい

うことで、以後その活用は十分して、今

までの遅れている分を記載する。そして

新たな分をきっちり電子化できるように

する。そういった台帳にかかわる業務が

かなり出て来ていると、そういうことを

委託にしなければできないのか、職員で

できないのかということを思うわけです。

せっかくいいデータを収集しながら活用

できないことではいかんし、そういった

ものを今の時代ですから職員でやれるよ

うにしなければいけません。

　委託料ということで、台帳関係をすべ

て委託にしなければできないということ

ではいけないと思うです。そういったこ

とについての部長のお考えをお聞きした

いと思います。

　それから安威川流域下水道建設負担金

は負担金が下がってきたということで、

これはいいことですけれども、市町村財

政が苦しい中で負担をしているわけです

から、そのチェックは今まで流域下水道

組合ということでチェック機能があった

わけですけども、今は大阪府が一括とい

うことでありますし、なかなかチェック

が行きとどかないと思っております。そ

ういう意味で担当として十分そういった

会議等に出て意見を述べていただきたい
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というふうに思っております。

　下水道の使用料は、まだ過年度分の収

入が不確定だということで、前年並みで

ということで上げられたと思うんですけ

ども、平成２４年度がすぐはじまるわけ

でありますから、滞納分の処理とか、あ

るいは数字の出てこない分はあったとし

ても、ある程度精度の高いものを予算計

上すべきと考えますが、もう一度ご答弁

を賜りたいと思います。

　集中管理室の管理委託でありますが、

やはり雨季と乾季との問題がありますし、

今はアメダス情報で的確に瞬時に我々の

手元に入るわけです。そういう状況を見

ながらこういった維持管理のあり方を変

えていかなければ、雨の降らない日は仕

事がないんです。市民の負担が、そうい

うところで消えていくということが非常

に無駄だというふうに感じますので、集

中管理のあり方について、内部でもう少

し検討していただいて、市民の負担が少

なくて済むという方法を出さなければな

らなりません。

　平成２５年度までの契約の中の平成２

４年度の支出ということでありますから、

契約されているので仕方ないと思うんで

すけども、今後、方向性などを検討しな

がらやらなければならないと思うんです

けれども、ご答弁をいただきたいと思い

ます。

　十三高槻線の下水管の移設工事は未買

収だったところが買収できてやるという

ことで、既存の管等の問題もあろうかと

思うんですが、もう一度ご説明いただき

たいと思います。

　それから、工事請負費の中の工事場所

で質問がもれていました。平成２４年度

公共下水道事業施行計画箇所図で千里丘

東排水区として出ておりますが、これに

ついてご説明をいただきたいと思います。

　地方公営企業法適用支援業務委託料は

緊急雇用対策事業でやられるわけであり

ますが、今のご説明では理解に苦しむわ

けです。

　資産調査評価を平成２４年度にやりな

がら、平成２６年度に法改正等を行われ

て、いわゆる地方公営企業化、上下水道

一体で運営していこうというのは、不十

分な感じがするんですけども、急がなけ

ればならないと思うんですけども、ご見

解をいただきたいと思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　使用料の件で

ございますけども、我々もできるだけ精

度の高いものを予算計上しなければなら

ないとは思っております。ただ収入未済

額、滞納繰越額はこれまでも相当の範囲

で変動しており、予想が難しいというこ

とがあります。例えば平成１８年度では

１億４，０００万円ぐらい、平成１９年

度では６，８００万円、平成２０年度が

５，４００万円、平成２１年度が７，５

００万円、平成２２年度が１億１，７０

０万円というように変動しております。

　また、水道部に金融機関等から振込が

あるわけなんですけども、一定期日まで

に水道部に振り込まれたものが５月の出

納閉鎖までに下水道担当部の方に入って

くるという中で、金融機関からの入金と

いうのが例えば土曜日や日曜日になって

しまうと、年度内に入ってこない場合も

ございます。そういったことから年度間

で相当差があるというのが現状でござい

ます。

　こういった中で、なかなか正確な予算

額というのが今の時点では算定できない

わけでございますけども、できるだけ精

度の高いものにする必要があると考えて

おりますし、水道部の方ともどういうふ

うにすればいいのかということで協議し
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ているのが現状でございます。この時点

でどうするとははっきり言えませんけど

も、引き続き協議をしていく中で少しで

も精度の高いものをご呈示できるように

検討していきたいと考えております。

　それから、地方公営企業に向けた取り

組みでございますけども、まずは資産調

査評価をして減価償却費を出すというこ

とです。現在、減価償却費というのは、

平準化債の発行に当たって国のほうで一

定の算式に基づいて算出しています。具

体的に言いますと、起債発行額から今で

したら４５年という残存期間、これで起

債発行額を割った額に９０％をかけたよ

うな、こういった一定の算式で機械的に

算出されているんですけども、法適化に

なれば減価償却費というのが積み上げて

出てきます。

　現在、地方公営企業というのが改正途

上といいますか、平成２４年度決算から

適用されるとも聞いているんですけども、

見なし償却制度が廃止されるということ

で、これは結果的には減価償却費が増え

るような方向になるということで、そう

なってくれば平準化債の発行額が逆に減っ

てくるということにもなります。

　いずれにしましても、まずは減価償却

費というものを出して、今後の資本費平

準化債の発行額がどうなるのか、現在見

込んでいる額が本当に発行できるのか、

それができない場合、市の財政に大きな

影響が及ぶのかどうか、そこら辺を見き

わめなければならないということで、ま

ずはそういった調査評価業務を委託し、

その上で以降の委託を考えたいと思いま

す。当然、法適用時期もそれに応じて変

わってくる可能性もございます。

　そういうことから言うと当初の見込み

がどうなったんだということにもなるん

ですけれども、１つは先ほども言いまし

たように平成２７年度ぐらいに下水道事

業にも強制適用になるじゃないかという

ことが言われておりまして、それに向け

て否応なしに取り組まざる得ないだろう

ということが１つございました。

　ただそれが今の時点で、今後の検討と

いうことで、年度等について今の時点で

はっきり言われておりませんので、そう

いうことを考慮してまずは資産調査評価

をして法適用時期も市の財政に大きな影

響が及ばないということを確認した時点

で法適用をして、水道との統合というこ

とも考えていきたいというのが今の考え

でございます。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　それでは、原

田委員の２回目のご質問にお答えをさせ

ていただきます。

　まず十三高槻線の関係なんですけども、

今の計画範囲内、十三高槻線の道路計画

範囲内で既存の道路に入っていた下水道

管につきまして、新設されるに当たって、

既存の管を歩道側のほうに移設しなけれ

ばならないという作業があります。それ

を平成２３年度から平成２４年度の予算

の方に、下水道管理費の中で下水道管の

移設工事というかたちで上げさせていた

だいております。

　それともう１つ、以前から地権者の関

係で施工ができなかった部分、それは十

三高槻線の東西の道路の南北、南の方は

すでに下水道管が入っておったんですけ

れども、北側が今の地権者の関係で、下

水道管を埋設できていなかった、これが

ございますので、それを十三高槻線の建

設にあわせて布設していこうということ

が一部残っております。その部分を予算

計上させていただいているものでござい

ます。

　それと集中管理室維持管理業務委託、
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常々ご指摘を頂戴しております。業務内

容は以前からお話させていただいておる

んですが、降雨時の取水施設等の運転操

作と、日常につきましては施設の点検整

備や水路を巡視し、投棄されたごみ等の

清掃やスクリーンに流入したごみ等を除

去し、稼働時に施設が不具合を起こさな

いように維持管理を行っていただいてい

るというような作業内容で、委託をして

おるわけなんですけれども、委員がおっ

しゃるとおり、確かに春先から秋までの

雨季の状況以外のときはどうなのかとい

う話もございます。そのあたり、契約の

中で現状も見据えながら、委託先とも十

分話をしながら、今後の維持管理につい

て、十分検討をしていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

　それと、工事請負費の中の工事場所の

千里丘東排水区の内容でございます。お

配りさせていただいてます、平成２４年

度公共下水道事業施行計画箇所図の中で

②　、場所は千里丘三島線、道路交通課の
ほうで平成２４年度、用地買収が完了し、

道路拡幅を行っていく場所でございます。

その道路拡幅に先立ちまして、下水道を

埋設していくという工事を平成２４年度

予算計上させていただいておる状況でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　それでは、下水

道台帳を職員の手ではできないのかとい

うお問いだと思いますが、このことにつ

きましては今現在、もう既に職員ででき

る部分やっておりまして、再任用の方で

すけれども、その方が専属でパソコン入

力をすべてやっていただいて、過去の分

が非常に膨大にございますので、それを

毎日丁寧にやっていただいておるという

現状が一つございます。そういうものを

役立てていって、可能な限り職員ででき

る部分、委託でないとできない部分とい

うものを活用しながら今後は進めていく

予定でございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　まず集中管理室維持管理

業務委託について、契約更新時に仕様書

の見直しをされて、現実にあった対応を

していただくように、これは要望してお

きたいと思います。

　十三高槻線の下水管の移設工事、これ

は今ご説明いただきましたので理解をい

たしますが、その移設にかかわる費用を

大阪府から移設費としていくらか出てる

のかどうかもう一度お聞きしたいと思い

ます。

　千里丘東排水区、この部分について、

既に管が入っているというふうに聞いて

おったんですが、移設ならわかるんです

けれども、新たに入れなきゃならないと

いうのは理解に苦しむので、もう一度ご

説明いただければありがたいです。

　地方公営企業法適用支援業務委託につ

いて、やはり難しいと思います。多分ど

こかの監査法人に依頼をされると思うん

ですけれども、やはりこういった業務に

ついては継続性が必要だというふうに思

いますし、平成２６年度に向けた方向性

も出さなければいけないというふうに思

いますので、資産調査評価から始めてやっ

ていこうということでありますけれども、

一貫性をもっておかなければいけないと

思いますし、委託契約も大事ですけれど

も、顧問契約で監査法人等でやられると

いうのがいいんではないかと思うんです

けど、発注の仕方についてお考えをお聞

きいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　企業会計の業

務委託発注方式でございますけども、雇

用対策事業ということで、国のほうから
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はプロポーザルでやってほしいと言われ

ております。その理由としては、一つは

本当にその業者が雇用してるのかどうか

ということを確認しなければならないし、

そういったところでポイントを上げると

いうようなことを検討してほしいという

のが国のほうの考えでございまして、最

終的に監査法人になるのかどうかという

のは、今の時点では言えませんけども、

それ以外のコンサルタントでも、近隣の

市でもそういった、建設コンサルタント

ではございますけども、こういった企業

会計に向けた業務というのは力を入れて

おりまして、近隣市でもそういったコン

サルタントを活用して法適化に取り組ん

でいるという実情もございます。そういっ

たことを踏まえまして、最終的には監査

法人になるかどうかというのは、今の時

点でどうとは言えませんけども、発注方

式としては今のところプロポーザルを予

定しているところでございます。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　十三高槻線の

移設工事でございますが、以前正雀地区

建設の折にも、幾分か大阪府からの支出

もございまして、市で全額移設費を出す

ということではなく、移設に対しまして

は大阪府と協議しているところでござい

ます。

　それと、千里丘東排水区の千里丘三島

線の工事なんですが、千里丘三島線には

本管としては下水道管の布設は終わって

ございます。ところが、サービス管がま

だ入ってございませんでしたので、今の

拡幅にあわせてその辺のサービス管を布

設していくという内容になります。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　１点だけ、確認をして

おきたいと思うんですが、今、官僚の天

下りが非常に世間の批判を浴びておりま

す。予算に負担金、補助及び交付金が上

がっておりますけれども、例えば日本下

水道協会の負担金が、補正では４万６，

０００円減額されて、平成２４年度の当

初予算では３０万２，０００円という形

で計上されております。あと大阪府下水

道協会の負担金とか５項目ありますけれ

ども、そういう各種負担金の役割は一体

どういうふうになっておるのか、あるい

はまた市とのかかわりがどのようになっ

ておるのか、そしてまた負担割合はどの

ようになっておるのか、その辺のことに

ついて、一度この機会に改めて、お聞き

をしておきたいと思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　負担金の役割

等でございますけども、まず日本下水道

協会の負担金、この役割としましては、

下水道協会というのは下水道に関する調

査研究、それから普及促進、公共用水域

の水質保全等により、国民生活の向上に

寄与することを目的に設立されておりま

して、内容としましては、下水道の経営

ですとか技術、設計調査等についての政

府等への陳情ですとか請願、それから協

会主催の講演会や講習会も開催されてお

りまして、我々もそこに出席してるとい

う状況でございます。

　負担割合につきましては、都市の人口

に基づく基本額というのがございまして、

この基本額と有収水量、水量に基づく調

整額という、この合計で負担金額が算定

されているところでございます。

　この下水道協会には、関西下水道協会

ですとか、大阪府、その支部というのが

ございまして、そういったものに分かれ

て活動されているということでございま

す。

　それから、下水道事業促進協議会負担

金でございますけども、この下水道事業
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促進協議会といいますのは、下水道事業

の促進に向けて、会員相互の密接な連携

を図ることを目的に設立されたというこ

とでございます。

　具体的な活動内容としては、国等への

要望活動、さらに宣伝・広報、それから

建設、維持管理についての関係機関との

連絡調整、技術的問題の調査研究、さら

には研究会、講習会、講演会等が開催さ

れているということでございます。

　この負担金は、市、組合については普

通会費ということで２万円となっており

ます。

　それから、日本下水道事業団の負担金

でございますけども、下水道事業団とい

うのは地方公共団体の要請に基づきまし

て、下水道の建設、維持管理、技術的な

援助、技術者の養成、技術開発、ほか事

務職員についても業務に係る研修等が行

われており、本市も毎年のようにこの事

業団の研修に参加しているところでござ

います。

　この負担金につきましては、人口で、

８万人以上１０万人未満のところについ

ては１１万９，０００円というふうに、

その人口で負担金額が決まっているとこ

ろでございます。

○山本靖一委員長　自動車安全運転管理

者部会負担金についても説明をお願いし

ます。

　この場で、暫時休憩します。

（午前１１時３９分　休憩）

（午前１１時４０分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　特別会計で公用

自動車を所管しておりまして、その台数

に割り当てられました安全運転管理者を

定めなければなりません。公共下水道事

業での特別会計下におきましても安全運

転管理者を定めておりまして、それに対

する負担金としまして交通安全協会に１

万２，０００円を納めておるものでござ

います。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　金額の問題ではなしに、

負担金を負担することが市の行政にどれ

だけ貢献をしてるかということを、考え

ていかなあかんと思うんです。そういう

点では、今もいろいろと議論されてます

けれども、やはり実際にこういうふうに

市のほうに貢献してるんだということが

職員の中にも浸透しておりませんし、例

えば今、部長のほうから答弁のあった問

題なんかでも、摂津市の交通安全自動車

協会というものがあります。そこへこの

お金を出してるということではないんで

すね。これは直接、自動車安全運転管理

者部会に負担をしてるわけですから、摂

津市の交通安全自動車協会があって、そ

こで年に１回、市長が議長になって総会

を開いて、あるいはまた講習会等の取り

組みをされてということで、十分それが

私は機能してると思うんです。だけどこ

こに出ている、負担金を出している団体

の姿は、私たちにはなかなか見えてきま

せん。そういう点では、これは警察やそ

ういう官僚の天下り先にはなっているん

ではないかなという気がしますし、それ

を全部負担していくということではなし

に、そういう協会の中で負担割合等につ

いても十分提言をしていただいて、今後

の負担金のあり方については十分と、し

かるべき組織の中でそういう改善を求め

ていくという姿勢を市のほうでもとって

いただきたいということを提言をして終

わります。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、今、皆さん方

が質問していただきましたので、私は３
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点だけお聞きしたいと思います。

　先ほど公共下水道の普及率のことで、

全体で９７．３％、合流区域で９９．３

％、分流区域で９５．４％という数字を

聞かせていただいたんですけど、１００

％への到達は大体いつぐらいを目途に定

められておるのか教えてください。

　それと雨水対策に関してどのような取

り組みをなされているのかお聞きしたい

と思います。

　２点目として、せせらぎ水路等清掃委

託料で１５０万円、ガランド水路に関し

ての取り組みとして来年度も引き続き節

電対策で取り組まれると思いますが、そ

の辺の考え方をお聞かせください。

　３点目として、下水道管渠内調査委託

料で１，０００万円上がっています。平

成２２年度までは不明水対策として予算

も計上されておりましたが、平成２３年

度から不明水対策がなくなっております。

その考え方をお聞かせいただきたいと思

います。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　まず普及率の

問題でございます。

　先ほども申しましたように、平成２２

年度末で９７．３％ということで、あと

今の相生住宅の関係が平成２３年度、平

成２４年度、平成２５年度という形で実

施をしてまいります。ですから平成２５

年度末でおおむね９８％ぐらいの普及率

になろうかなと思っております。その後、

以前にもいろいろとご指摘を受けており

ます、やはり未同意により未実施のとこ

ろ、箇所数はほとんどないんですけれど

も、その辺の対応もしていかなければい

けないと思っております。それと今の八

町地域、このあたりの汚水整備、このあ

たりも手がけていかないといけないよう

な状況の中で、１００％までになるかと

いうと、非常に難しいものはあるかもわ

かりませんが、随時そういう形の中では

整備のほうも進めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願

いをいたします。

　それと雨水対策ということでございま

す。従前からいろいろとご質問をちょう

だいしております。雨水対策ということ

で、まず公共下水道の雨水整備という形

の中で、平成２２年度末の普及率が合流

区域で９４．３％、分流区域で３３．８

％、市域全体で５４．６％となってござ

います。数字のごとく、安威川以南の分

流区域につきましては、まだ雨水管整備

がまだ滞っておるという状況でございま

す。現在、こういう状況の中で、浸水に

対する備えとしまして、安威川以南なん

ですけれども、浸水対策事業で従前に設

置してございます１８か所のポンプ施設、

それとあと、既に江口高槻線の府道には

流域下水道幹線はもう既に布設が終わっ

てございます。その流域下水道幹線及び

あとわずかな公共下水道の雨水幹線に、

直接既存の農業用水路、水路を使って直

接流入する取水口を２０か所設けでござ

います。そのゲート操作等を今テレメー

ターで集中管理を行っているという状況

でございます。

　暫定的な取水によって、安威川以南の

雨水の排除面積といたしましては４４３．

７ヘクタールの面積が排除できるわけな

んです。分流区域でその排除面積を加え

ますと、約８７．４％が雨水排除率とし

ては上がってくるというふうに考えてご

ざいます。

　あと、昨今のゲリラ豪雨に対する対策

といたしまして、今の水路を介して、流

入している水路の、流下能力の低い水路

に対しては、４か所ですけれども水位計

というものをつけまして、その水路が危
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険水位になれば集中管理室と、あと個人

の携帯電話へメール配信をすることによっ

て、いち早くその水位情報をつかんで取

水口の開閉を行うという対応をとらせて

いただいております。

　平成２３年度におきましても、大雨洪

水警報が出て初めてポンプ班の集合とい

う形になるんですが、その警報が出る前

に水位警報でメールが入って、取水口を

あけて対応したという実績もございます。

あとは、ポンプ施設であったり取水口の

ゲートの施設の維持管理に十分努めなが

ら、今後のゲリラ豪雨等にも対応してま

いりたいと考えてございます。基本は公

共下水道の雨水管渠を埋設することが大

原則にはなってくるんですが、そのあた

りは事業費もかなりの額になりますので、

財政面等を十分にらみながら要望等をし

ていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。

　それと、ガランドのせせらぎ水路なん

ですけれども、節電対策ということで平

成２３年度、今の関西電力の節電要請を

受けまして、夏と冬にカランド水路のポ

ンプピットのポンプをとめているという

状況でございます。

　あと、節電対策につきましては、今後

の推移、今の原発の稼働状況にもよって

こようかと思います。そのあたりを見据

えながら、節電につきましては我々が身

をもって示していかないといけないとい

うふうに考えてございますので、今後は

電力会社等の情報、そのあたりを見据え

た中で対応してまいりたいというふうに

考えております。

　それと、下水道管渠内調査委託料とい

うことで、前年度から引き続いて今年も

１，０００の万円の予算を計上させてい

ただいております。先ほどお問いがござ

いました不明水対策調査の委託料という

ことで、管渠内調査委託料と並行して平

成２２年度までは実施をさせていただい

ておりました。この内容につきましては、

大阪府が管理します処理場、ポンプ場に

計画以上の水量が入り込みますと、その

関連市に対して調査をしてくださいとい

う形の中で、不明水調査実施をいたして

おりました。実施期間は平成１４年度か

ら平成２２年度にかけまして、不明水が

流入するであろうエリアを特定しまして、

約３０キロメートルの管渠の調査を行っ

たところでございます。あと、調査の都

度、不明水は漏水であったり一部地域で

農業用水が誤設で入っていたときもあっ

たようです。そのあたりをこの調査によっ

て発見し、随時修繕をかけることによっ

て、今現在は流入水量としては安定した

状況になってございます。

　下水道管は布設して永久にもつもので

はございません。やはり耐用年数等もあ

る中で、随時調査をかけながら修繕をか

けていくということによって延命化を図っ

ていく、今既に市域全体の管渠の布設延

長なんですが、約２７７キロメートルの

下水道管を布設済みで、もう終わってご

ざいます。ですから当初、昭和４６年以

降埋設している中では、やはり３０年、

４０年経過しているパイプもございます。

そのあたりも随時、管渠内を調査するこ

とによって、道路陥没であったり、そう

いう災害にならないような方向へ維持管

理の中で実施をしているというのが今、

実情でございます。

　現在１，０００万円という金額を上げ

させてはおりますけれども、これにつき

ましても管渠延長としましては約２キロ

メートルから３キロメートル程度の実施

延長でしかございません。今の布設延長

をすべてやっていこうとすると、何十年、

何百年とかかってくる状況、そのあたり
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地域と、あと布設年度を十分考慮しなが

ら毎年実施をさせていただいているとい

う現状でございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　雨水対策に関しましては

本当に努力していただいて、管を布設す

るには相当額の予算も必要だということ

で、それまでに雨水に対するいろいろな

取り組みとしてやっていただいて、これ

をまた充実していただいた形で、市民が

安心して暮らせるというような状況をつ

くっていただくように努力していただく

ことを要望しておきます。

　それと、せせらぎ水路に関してであり

ますが、この辺の清掃という形になりま

したら、今でも職員の皆さんが年４回、

その地域の方と一緒に清掃に取り組まれ

ている現状は見させてもらっています。

その中で、水を循環して流すということ

が本来の姿だと思うんですけど、今、次

長からお聞きしたような形で、市が自ら

節電という形で、身をもって市民の方に

お示しするという形で、循環を止めると

いう取り組みはわかるんですけど、やは

りあそこは水が流れてこその施設だと思

いますので、節電というジレンマはあろ

うかと思いますが、本来の施設の活用と

いう形のもので、その辺の取り組みをも

う一度お考えをお聞かせください。

　それと、管渠内の調査委託料で、今お

聞きさせていただきました。総延長２７

７キロメートルという形で、１，０００

万円で多分２キロメートルか３キロメー

トルしか管渠内を調査できないという形

で、経年劣化しております中で、３年ほ

ど前には道路陥没で被害が大きかったと

いうことで、皆さんが全部目視で市内を

巡回するという取り組みもされたと思い

ます。そういうことで目視のところでそ

れぞれが青パトとか、皆さんと連携して

取り組まれているということはわかるん

ですけど、やはり管渠内というのはまず

予防という形で進めて、多分その辺は優

先順位をつけて取り組まれていただいて

いると思いますけど、本当にこの１，０

００万円が妥当かどうか、予算の問題が

ありますので、それはあればあるほど早

いことやりたいという形はあろうかと思

いますが、この辺の１，０００万円の有

効活用というか、費用対効果、もう少し

そういう中で検討をして、管渠内の確認

をしていくというような、何かその辺の

連携というか、予防という形のところで、

二度と起こさないという、陥没に対する

取り組みというか、お考えを聞かせてい

ただけたらと思います。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　まずガランド

のせせらぎでございます。確かにおっしゃ

るとおり、やっぱり水を流しての施設で

もございますので、そのあたりは春に花

のシーズンもまいります、そんな状況の

中ではやはり地元自治会の方々と十分そ

の辺を調整させていただきながら、流す

ときには流すという方向も視野に入れな

がら検討していきたいと思っております。

　あと不明水、管渠内調査につきまして

はおっしゃるとおり、むやみやたらに調

査をしているだけではだめだと思ってお

ります。ですから埋設年度であったり、

老朽化状況、このあたりを十分かんがみ

ながら、今の１，０００万円をいかに有

効に使えるかという方向で検討していき

たいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午後０時　　　　休憩）

（午後０時５９分　再開）
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○山本靖一委員長　再開します。

　議案第２号及び議案第４号の審査を行

います。

　補足説明を求めます。

　宮川部長。

○宮川水道部長　それでは、議案第２号、

平成２４年度摂津市水道事業会計予算に

つきまして、目を追って主なものについ

て補足説明をさせていただきます。

　それでは、予算書の２４ページ、平成

２４年度摂津市水道事業会計予算実施計

画説明書をご参照願います。

　２４ページから２７ページにかけての

１．収益的収入でございますが、款１、

水道事業収益、項１、営業収益、目１、

給水収益では、前年度に比べ６，９００

万６，０００円の減額となっております。

この理由といたしましては、近年の節水

意識の高まりなどの影響によって水需要

が減少すると見込んだものでございます。

　目２、受託工事収益では、前年度に比

べ９６４万２，０００円の増額となって

おります。これは受託事業である公共下

水道工事に伴う給配水管移設工事などが

増加することによるものでございます。

　目３、その他営業収益では、前年度に

比べ４９万９，０００円の減額となって

おります。この主な理由といたしまして

は、マンション等の新築及び建替えなど

住宅建設の減少などにより設計審査手数

料や工事検査手数料が減少すると見込ん

だものでございます。

　目４、受託事業収益では、前年度に比

べ３２万３，０００円の増額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

下水道使用料徴収受託料の調停件数の増

加によるものでございます。

　項２、営業外収益、目２、受取利息及

び配当金では、前年度に比べ１２８万７，

０００円の減額となっております。この

理由といたしましては、金利の低下によ

り預金利息が減少すると見込んだもので

ございます。

　目３、土地物件収益では、前年度と同

額の３１８万２，０００円を見込んでお

ります。この内容といたしましては、土

地使用料は中央送水所及び鳥飼送水所の

用地賃貸料、施設使用料は太中浄水場の

施設賃貸料でございます。

　目４、雑収益では、前年度に比べ１万

２，０００円の減額を見込んでおります。

これは給水装置工事施工基準の図書売却

益の減少を見込んだものでございます。

　２６ページ、目５、納付金では、前年

度に比べ４６４万６，０００円の減額と

なっております。この主な理由といたし

ましては、住宅開発の減少によるもので

ございます。

　目７、他会計負担金では、前年度に比

べ６８万２，０００円の減額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

子ども手当に係る一般会計からの負担金

などの減少を見込んだものでございます。

　次に２６ページから４３ページにかけ

て、２．収益的支出でございますが、款

１、水道事業費用、項１、営業費用、目

１、原水・上水及び送水費では、前年度

に比べ５５５万１，０００円の減額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、太中浄水場の業務に係る委託料な

どは増加するものの、人件費や施設の修

繕費、大阪広域水道企業団からの受水費

などが減少することによるものでござい

ます。

　３０ページ、目２、配水・給水費では、

前年度に比べ１，７４９万１，０００円

の増額となっております。この主な理由

といたしましては、検定満期量水器取替

業務に係る委託料や給水管切替にかかる

工事請負費などは減少するものの、人件
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費、量水器に係る修繕費などが増加する

ことによるものでございます。

　３４ページ、目３、受託工事費では、

前年度に比べ１，０４５万円の増額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、受託事業である公共下水道工事に

伴う給配水管移設工事などが増加するこ

とによるものでございます。

　目４、業務費では、前年度に比べ６４

８万４，０００円の減額となっておりま

す。この主な理由といたしましては、人

件費や開閉栓業務に係る委託料などが減

少したことによるものでございます。

　３８ページ、目５、総係費では、前年

度に比べ１，２３２万４，０００円の減

額となっております。この主な理由とい

たしましては、業務に係る委託料などは

増加するものの、人件費などが減少する

ことによるものでございます。

　４２ページ、目６、減価償却費では、

前年度に比べ１０７万円の増額となって

おります。この理由といたしましては、

機械及び装置の減価償却費は減少するも

のの、構築物の減価償却費が増加するこ

とによるものでございます。

　目７、資産減耗費では、前年度に比べ

９，１３１万９，０００円の増額となっ

ております。この理由といたしましては、

旧鳥飼送水所内の配水池の解体撤去によ

り構築物などの固定資産除却費が増加す

ることによるものでございます。

　次に項２、営業外費用、目２、支払利

息及び企業債取扱諸費では、前年度に比

べ１，０２３万９，０００円の減額となっ

ております。これは企業債借入残高の減

少に伴う企業債利息の減少によるもので

ございます。

　目３、消費税では、前年度に比べ１，

０６６万７，０００円の減額となってお

ります。これは税務署に納める消費税及

び地方消費税の納税額を予定しているも

のでございます。

　目５、雑支出では、前年度同額の３０

０万円を見込んでおります。この内容と

いたしましては、水道料金の過年度還付

金などでございます。

　次に項３、予備費、目１、予備費では、

前年度と同額の１，０００万円となって

おります。

　続きまして４４ページ、３．資本的収

入についてでございますが、款１、資本

的収入、項１、企業債、目１、企業債で

は、前年度と比べ１，０００万円の増額

となっております。これは配水管整備事

業費の起債の増額を予定いたしておりま

す。

　項２、工事負担金、目１、工事負担金

では、前年度と同額の９０万円となって

おります。これは消火栓３基の設置に係

る負担金を予定しているものでございま

す。

　次に、４．資本的支出でございますが、

款１、資本的支出、項１、建設改良費、

目１、施設改修費では、前年度に比べ１

億５，７０４万３，０００円の増額となっ

ております。これは前年度に引き続き中

央送水所のポンプ室更新工事及び鳥飼送

水所の配水ポンプ用電動機整備工事など

を行うものでございます。

　目３、固定資産取得費では、前年度に

比べ４３万５，０００円の減額となって

おります。この主な理由といたしまして

は、工具・器具及び備品の購入費が増加

するものの、機械及び装置などの購入費

が減少することによるものでございます。

　４６ページ、目６、配水管整備事業費

では、前年度に比べ１，９４５万３，０

００円の減額となっております。この主

な理由といたしましては、測量設計委託

料や配水管布設工事に係る工事請負費な
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どが減少したことによるものでございま

す。

　項２、企業債償還金、目１、企業債償

還金では、前年度に比べ１，１９２万５，

０００円の減額となっております。これ

は起債の抑制などにより企業債未償還残

高が減少したことによるものでございま

す。

　項３、予備費の目１、予備費では、前

年度と同額の５００万円を計上いたして

おります。

　以上、平成２４年度摂津市水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして議案第１０号、平成２３年

度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

につきまして、目を追って主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　補正予算書の１１ページをお開き願い

ます。

　平成２３年度摂津市水道事業会計補正

予算実施計画説明書をご参照願います。

　１．収益的収入でございますが、款１、

水道事業収益、項１、営業収益、目１、

給水収益では、１,１００万円を減額す

るもので、この主な理由といたしまして

は、水需要の減少によるものでございま

す。

　目２、受託工事収益では、３１６万５,

０００円を減額するもので、これは公共

下水道工事に伴う給配水管移設工事の減

少などによるものでございます。

　次に２．収益的支出でございますが、

款１、水道事業費用、項１、営業費用、

目１、原水・浄水及び送水費では、８６

万円を減額するもので、これは給与改定

に伴う減額分や電気保安点検業務委託料

の入札執行差金などによるものでござい

ます。

　目２、配水・給水費では、７４１万６，

０００円を減額するもので、これは水管

橋の耐震調査業務委託料などの入札執行

差金などによるものでございます。

　目３、受託工事費では、２６０万３，

０００円を減額するもので、これは公共

下水道工事に伴う給配水管移設工事の減

少などによるものでございます。

　次に、１２ページをお開き願います。

　目４、業務費では、６３４万９，００

０円を減額するもので、これは開閉栓業

務委託料の入札執行差金などによるもの

でございます。

　目５、総係費では、３７万４，０００

円を減額するもので、これは光熱水費の

減少などによるものでございます。

　項２、営業外費用、目２、支払利息及

び企業債取扱諸費では、３０万７，００

０円を減額するもので、これは前年度に

起債した企業債の利率が当初の見込みを

下回ったことによるものでございます。

　目３、消費税では、２２０万２，００

０円を増額するもので、これは仮払い消

費税に比べ、仮受け消費税が増加したた

め、結果的に税務署に納める消費税及び

地方消費税が増加することによるもので

ございます。

　項３、特別損失、目１、特別損失につ

きましては、転出先不明及び企業倒産等

による水道料金等の実質的な徴収不能分

を欠損処分するため、１，２３０万８，

０００円を過年度損益修正損として計上

するものでございます。

　続きまして、１３ページ、４．資本的

支出でございますが、款１、資本的支出、

項１、建設改良費、目１、施設改修費で

は、２，０００万円を減額するもので、

これは中央送水所ポンプ室改修工事など

による工事請負費の入札執行差金による

ものでございます。

　目３、固定資産取得費では、５０３万

１，０００円を減額するもので、これは
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水道メーター検針用機器や量水器購入の

執行差金などによるものでございます。

　目６、配水管整備事業費では、２，８

１３万５，０００円を減額するもので、

これは配水管布設工事に係る工事請負費

の入札執行差金などによるものでござい

ます。

　以上、平成２３年度摂津市水道事業会

計補正（第３号）の補足説明とさせてい

ただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　順番に何点か質問させ

ていただきます。

　まず１番目に、給水収益でございます。

　予算書の２４ページに記載があります

けれども、平成２４年度は給水収益が１

９億８，３９７万６，０００円というこ

とでございます。先ほど平成２３年度の

分でも１，１００万円減額をされていま

すけれども、当初からでも６，９００万

円の減少ということになっていますが、

使用水量について経済的な見通しと合わ

せてどのような推測をされているのか、

最初にお願いいたします。

　それから、２番目に耐震診断委託料で

ございます。予算書の２９ページに記載

があります耐震診断業務委託料３６８万

６，０００円についての内容を教えてく

ださい。

　３番目、汚泥残渣運搬業務委託料でご

ざいます。同じく２９ページにあります

汚泥残渣運搬業務委託料３６５万７，０

００円についての内容を教えていただき

たいと思います。

　４番目に旧鳥飼送水所配水池撤去工事

について、３１ページにございます旧鳥

飼送水所配水池撤去工事２，６４６万円

についての内容を教えていただきたいと

思います。

　次に５番目に受水費でございます。３

１ページに記載があります受水費の５億

９，０２５万４，０００円について、こ

れは承認水量との関係、推移と実質給水

量の乖離なども含めてどのように見られ

ているのか、また、それは今年度、平成

２３年度と比べてどのように推移をして

きているということになるのか、比較を

踏まえてご説明いただきたいと思います。

　６番目、調査業務委託料でございます。

３３ページ、調査業務委託料１，０１８

万９，０００円の内容について教えてく

ださい。

　７番目、施設改修工事について、同じ

く４５ページに施設改修工事３億１，５

０９万４，０００円という記載がありま

すが、その内容、平成２４年度の内容に

ついてお聞かせください。

　８番目に配水管布設工事について、以

前にも配水管についての、耐震に対して

管の取りかえ等についてのご答弁もあっ

たと思いますが、再度、平成２４年度に

ついてどのような考え方になっているの

かということをご答弁いただきたいと思

います。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　給水収益の状況でご

ざいますが、まず給水収益におきまして

は、平成１９年度におきましては、対前

年度比でございますが、２．４％の料金

改定の減を行いましたもので、約５，５

００万円ほど、対前年度の収益で下がっ

ております。

　それから平成２０年度につきましては、

リーマンショックの影響が平成２０年度

の後半で出て、８，９００万円の減と、

それから平成２１年度につきましては、

まだリーマンショックの影響がございま

して、９，５００万円の減、そして平成

－28－



２２年度につきましては、１社の漏水の

調査の完了によりまして、漏水分がなく

なり、約１億３００万円の減となってお

ります。

　平成２３年度の見込みでございますが、

水量につきましてもここ数年２％以上の

減になっておりましたが、平成２３年度

につきましては、水量そのものは対前年

度と比べますと、ざっとプラスマイナス

ゼロというふうな状況になっております

が、収入ベースで見ますと、平成２３年

２月末現在、６，７００万円の減となっ

ており、最終的に多少戻るものと予測い

たしましても、平成２３年度末で約６，

０００万円ほどの減となるという見込み

でございます。

　それと、これを分析いたしますと、平

成２３年度におきましては、自然減で約

２,０００万円ほどの給水収益が減して

おりまして、それから対前年度で申し上

げますと、臨時給水の減収分が約１，０

００万円、それから平成２２年度の１０

月１日の料金改定１％減が約２０億円の

収益に対して１％で年間２，０００万円

の減となりまして、年度をまたぐ関係上、

約半分の１，０００万円が減、さらに節

水意識の高まりによりまして、１万トン

越えをする企業等による収益が１，００

０万円減、合計して、６，０００万円ほ

どの減となっておる見込みでございます。

　このような状況を考えますと、平成２

２年度の改定分は、平成２４年度にはな

くなりますのと、それから臨時給水の収

益減分がなくなりますのがございますが、

依然として企業分の収益で約３，０００

万円ほど、それから自然減でざっくりで

ございますが、３，０００万円ほどの減

で、翌年度につきましても、６，０００

万円以上の、実質は６，９００万円の収

益減を見込んでおるところでございます。

　収益の対前年度の下げ幅といたしまし

ては、平成２０年度が３．９％減、平成

２１年度に４．３％の減、それから平成

２２年度は４．６％の減となりまして、

平成２３年度、平成２４年度では、約３

％の減を見込んでおるところでございま

す。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　２番目の、耐震診断委

託料ということですけれども、これは太

中浄水場、送水所関係の施設で耐震率が

大体４０％完了しています。そのほかの

施設の耐震ということで、この耐震診断

は千里丘配水池の耐震診断を予定してお

ります。

　それから３番目の、汚泥残渣運搬業務

委託料、３６５万７，０００円を上げて

ますけれども、これは太中浄水場の地下

水をくみ上げたときに、最終的に汚泥を

脱水機等で乾燥しています。その汚泥を

大阪湾の埋め立てセンターで処分してい

るわけなんですけれども、その処分委託

料ということで３６５万７，０００円を

上げさせていただいています。

　それから４番目の鳥飼旧配水池の撤去

工事ということで、１，６５０トンの配

水池が２池あります。今のところ近隣に

あまり住宅は建ってませんが、将来的に

いろんな調査が来てまして、近隣に住宅

が出てくると、そういったときには解体

工事は多少住民にご迷惑をかけますので、

できるだけ早期に解体して利用できるよ

うに考えていきたいということで撤去工

事を上げているところであります。

　それから６番目の調査業務委託料です

けれども、これは前年度も上げさせてい

ただいてましたけれども、水管橋の耐震

診断をさせていただいているわけで、平

成２４年度については最終ということで、

安威川にかかっています水管橋の耐震診
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断の調査委託料ということで上げさせて

いただいております。

　それから、７番目、施設改修工事で、

中身については、委員にお渡ししました

施設改修計画表で、平成３０年度まで施

設改修計画はあるわけなんですけれども、

これは中央送水所のポンプの第２期工事

と、それから鳥飼送水所の４号配水ポン

プの整備ということで、改修工事を上げ

させていただいております。

　それから、８番目に配水管布設工事に

ついて耐震の今後の状況はどうなのかと

いうことで、平成３４年度まで計画を上

げさせていただいております。昨年度ま

では耐震化率が年間０．７％ぐらいしか

伸びてませんのですけれども、１７．５

％ぐらいで配水管についてはさせていた

だいています。ただ、財政事情もありま

すけれども、危機管理を考えますと、で

きるだけ早急に耐震化率を伸ばしていき

たいというふうにも考えております。

○山本靖一委員長　大阪広域水道企業団

からの受水費についても答弁をお願いし

ます。

　東角参事。

○東角水道部参事　平成２４年度の予定

総配水量につきましては、１，０７４万

７，０００トンとなっており、平成２３

年度が１，０８６万２，０００トンとなっ

ておりまして、その差１１万５，０００

トンの減となっております。

　承認水量の関係でございますが、７月

から６月までのサイクルになっておりま

す関係上、平成２４年度分の承認水量に

ついては、これから大阪広域水道企業団

と話をしていくという形になっておりま

す。平成２１年度から平成２２年度の際

には、当時大阪府の承認水量７５８万ト

ンから７１８万トンというような形で、

これはＡ社の漏水減によります使用量の

減を見込んで、４０万トンを下げたとこ

ろでございますが、平成２３年度につき

ましては、同量の７１８万トン、平成２

４年度につきましては、今後、大阪広域

水道企業団と話し合いを持つ予定でござ

います。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　一通りご答弁いただき

ました。

　まず給水収益についてでございますけ

れども、平成２４年度は自然減で約３，

０００万円ということでございましたけ

れども、下水道事業会計の見通しと水道

事業会計の見通しが、違うなあというふ

うに感じました。下水道事業会計のほう

では、企業、特に大口に限っていらっしゃ

いましたけれども、大口の企業について

は節水対策については見ていないという

ことで、どちらかというと、家庭の節水

のほうが進むということで見ているとい

うことでしたけれども、そんなに下がら

ないという見方をされているのに比べて、

水道事業会計は随分厳しくシビアに見ら

れているなということでございます。こ

の辺はそういう見方について、下水道担

当部との連携をとられているのかどうか、

一遍聞いておきたいと思います。

　それから、平成２２年５月にもらった、

平成３２年度まで見通された資料がある

んですけれども、これは改正がなされた

点があるのかもわからないのですけれど

も、これについて言いますと、大分乖離

が出てきているんです。この資料でいく

と、平成２４年度で１９億４，８９３万

２，０００円という推測ですから、約３，

５００万円、上方修正されているという

感じになるんですけれども、当時の予測

と現在の予測の相違点ですね、こういう

計画についての修正というのはずっとさ

れていって内部では蓄積されていってい
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るのかどうかを聞いておきたいと思いま

す。

　それから、２番目の耐震診断委託料で

ございますけれども、太中浄水場、それ

から千里丘配水池の耐震診断ということ

でございましたけれども、千里丘配水池

については、以前にお聞きしたときには、

鉄板の厚みも十分ですし耐震は大丈夫で

すということで、近隣の人からの問い合

わせがあったときに、そういうお答えを

しているんですけれども、その辺の判断

は変わらないのか、一応念のために耐震

診断をするという考え方なのか、それと

も耐震上危険であるので、耐震診断をす

るという考え方なのか、その辺の見解を

一度尋ねておきたいと思います。

　それから３番目ですけれども、汚泥残

渣運搬業務なんですけれども、運搬する

量は、水に含まれているものが沈殿した

ものですから、そんなにたくさんの量が

出るとは思えないんですけれども、年間

でどれぐらい出ているのか教えてくださ

い。

　それから委託の方法はどんなふうにさ

れるのか。ちゃんと入札をかけてやって

らっしゃるのか、それとも随意契約でやっ

ているのかも含めて、ご答弁をお願いし

たいと思います。

　それから４番目の旧鳥飼配水池の関係

ですが、解体をして、更地にされるとい

うことになりますと、その撤去後ですね、

活用方法はどのようにされていくのでしょ

うか。撤去後の管理はどのようにされて

いるのかというのをご答弁お願いしたい

と思います。

　それから５番目の受水費についてでご

ざいますが、平成２４年度は今後交渉し

ていくということでございますが、予算

として見積もってらっしゃるということ

は、それに単価があって、一応これだけ

だということで入れられていると思うん

ですけれどもね。７１８万トンというこ

とで計算をされているのか。それともも

う既に予測でこれぐらいだということで

金額を算出されているのか、どういうこ

とでやっているのかについてご答弁をお

願いしたいと思います。

　この点についても、平成２２年５月の

資料の、先ほど言いました平成３２年度

までの見通しでの見積もりと、平成２４

年度についての見通しは、４，４００万

円ぐらい違ってきているんです。この辺

も含めて、さっきと同じですけれども、

平成３２年度まで見通しですけれども、

こういったものは修正を加えていかれて

いるのかどうかご答弁をお願いします。

　それから６番目の調査業務委託料につ

いては理解いたしました。これはもう結

構でございます。しっかりと調査してい

ただいて、とにかく地震に強いインフラ

の構築をお願いしたいと思います。

　それから７番目の施設改修工事でござ

いますが、これも同じように平成２２年

５月の資料に記載があって、先ほどの中

央送水所のポンプの分は、確かに記載が

あると思うんですが、鳥飼送水所の４号

配水ポンプについては記載が読み取れな

いんですけれども、これはまた違う計画、

今言われている計画とは、また別のもの

があるのでしょうか。お示しいただきた

いと思います。

　それから８番目の配水管布設工事につ

いては、今のところ耐震化率１７．５％

ということで、本当いつあるかわからな

い大地震も想定されていることでありま

すし、防災についても見直しをして強化

をしていこうと、安全・安心なまちづく

りを構築していこうというところでござ

いますので、そういったインフラの耐震

についてもしっかりと観点を置いていた
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だいて、今後計画をしていただきたいと

いうことで、これは要望としておきます。

○山本靖一委員長　林課長。

○林営業課長　給水収益での下水道担当

部との連携のお話なんですが、下水道担

当部では工業用水を引かれている水道の

大口の企業がありまして、水道料金を徴

収する際に、工業用水の部分を下水道料

金に組み込んで徴収しております。その

分で言いますと、１８件ぐらいあります。

その工業用水がかなり多い量ですので、

実際には上水道料金の何倍もの下水道料

金をちょうだいしている部分があります

ので、多分その部分で大口が下がらない

というようなお話だと思います。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　２番目の耐震診断業務

委託料の件なんですけれども、昨年も地

域の方に見学に来ていただきました。そ

ういった中で一般的に配水池については、

耐震については安全だろうということで

説明させていただきましたけれども、再

度、念のためということで、きちっとし

た耐震診断としたいということで、今回

上げさせていただきました。

　それから３番の汚泥残渣運搬業務の件

なんですけれども、これは今年度４３５

トンということで、産廃業者を入札させ

ていただいております。そういった中で

落札者に大阪湾の埋め立て地で処分して

いただくということであります。

　それから４番の旧鳥飼配水池撤去の後、

どうするのかということですけれども、

我々も今、検討しているところですけれ

ども、市長の方針どおり、協働のまちづ

くりということで、私ども水道部として

も地域と協働で何かできたらいいかなと、

そういうことを主体的に考えながら検討

していきたいなというふうに考えており

ますが、今のところ正式には決まってお

りません。

　それから７番目の施設改修工事のこと

なんですけれども、一つはポンプ場、中

央ポンプ場の配水ポンプは現在９機ある

わけなんですけれども、平成２４年度は

３機のポンプの改修します。それから鳥

飼送水所の配水ポンプについてのご指摘

なんですけれども、以前まで鳥飼送水所

の配水ポンプについては、修繕費で上げ

ておりました。そういった中で、今年か

ら改修工事ということで、項目をこちら

に入れさせていただいて、予算が大体、

ポンプの整備で１，４００万円というこ

とで、予算の変更をさせていただきまし

た。そういうことで今回、上がっている

ということでご理解をお願いしたいと思

います。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　施設整備計画に関し

ます平成２２年５月の建設常任委員協議

会でお示しをいたしました資料と、どの

ように改定をしているのかというご質問

でございますが、まず以前にお示しして

おりますように、平成１４年度から平成

３２年度以降までという形で、太中浄水

場、中央送水所、鳥飼送水所、それから

千里丘送水所の４つにつきまして、中に

入っております施設改修工事等につきま

しては同じでございます。ただ、緊急の

度合いでございますとか、それから、一

緒にするほうが費用がかからないという

ようなことがございまして、その年度ご

とに順位を見直しているところでござい

ます。といいますのも、平成２３年度ま

での給水収益の減が、前回見ております

ときは、大体水需要が１．１％ないしは

１．２％減で、給水収益につきましては

約１．４％の減を見ておりましたが、こ

こ数年の下がりぐあいが、それ以上に給

水収益が下がっております現状がござい
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ます。給水収益につきましては、約１．

６％の減に改正をさせていただいており

まして、それから、その分、施設改修計

画の順位も太中浄水場、あるいは、建設

当時から携わっている日本水道コンサル

タント、そのような所とも話し、優先順

位などを検討いたしておりまして順位が

変わっておるものでございます。

　内容そのものにつきましては、前回お

示しした内容の全体像とは変わってござ

いません。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　給水収益について、水

道部と下水道担当部とで意見交換なりを

されてるのかということについての答弁

がなかったんですけど、これはもうそう

いう意味で意見の交換はできているとい

うふうに理解させていただきます。

　しっかりとこれからも見通しを立てな

がらお願いしたいと思います。

　それと、平成２２年５月に出していた

だいた資料は非常にわかりやすくていい

なと思ったんですけども、毎年多少の修

正を加えていくようなことになるんだろ

うと思いますので、毎年その部分を修正

して、中期財政見通しなんかですと、ずっ

と毎年修正されてますけど、そういうふ

うにして出していただくと、一目瞭然で、

こういう見通しだということがわかりま

すので、施設の改修なんかもそうですけ

ども、できたらそういう資料として今後

も予算審査のときに一緒に出していただ

くと非常にありがたいというふうに思い

ますので、これは要望としておきたいと

思います。

　それから、２番目の耐震診断について

はわかりました。念のための確認という

ことでございますので、安全を確認して

いただきたいと思います。

　３番の汚泥残渣運搬業務についてもわ

かりました。しっかりと入札で行われて

いるということでございますので、意外

に量が出るなということでびっくりいた

しましたけれども、適切にこれからも運

営をお願いしたいと思います。

　それから、旧鳥飼配水池の利用につい

ても、協働でということでございますの

で、どうかそういう意味では地域に還元

できるようなことも一遍考えていただき

ながら、検討をお願いしたいと思います。

　受水費について、答弁がなかったんで

すが、一定の単価が決まってて、水量も

予測を立てて予算が組まれているんじゃ

ないですかということを聞いていました

ので、先ほど、平成２４年度の交渉はこ

れからだいうことですので、これは７１

８万トンという数字で積算しているのか、

それとも違う数字で入っているのかご答

弁お願いします。

　それから、７番目の施設改修工事につ

いても、同じですけれども、全体計画と

あわせて、修正を加えたようなものでお

示しいただいたら非常にわかりやすいの

で、今後一遍このことについては検討お

願いしたいと思っています。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　大阪広域水道企業団

からの受水量でございますが、平成２３

年度は７５０万６，０００トンで、平成

２４年度の予算ベースにおきましては７

２０万７，０００トンで、単価７８円か

ける消費税という形で計算しております。

　現在７１８万トンが承認水量でござい

ますので、ほぼそれに近い数字になろう

かと思います。これからの協議になりま

すけれども、そのような数字になってご

ざいます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　承認水量については、

鋭意努力していただいて、今までもずっ
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と下げていただくという努力を重ねてき

ていただいておりますし、どうかこれか

らも、しっかり対応をお願いしたいと思

います。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　早いもので、東日本大震

災から１年が過ぎました。震災当時、水

道部の皆さんが現地に駆けつけていただ

いて、給水活動をしていただいて、もう

早１年でございます。全国的に防災体制

の見直し、あるいは、いろんな取り組み

が進められております。

　そこで、本市において、水道部として

どのように危機管理体制をお持ちなのか

お尋ねをいたしたいと思います。

　それから、企業債が、平成２３年度よ

り１，０００万円増えております。その

理由はどうなってるのかお尋ねをいたし

たいと思います。

　また、今後の見通しの中で事業収益が

なかなか伸びない状況の中で、中期財政

見通しというのは、ここ数年で結構です

けれども、どういうふうな見通しなのか

お尋ねをいたしたいと思います。

　先ほどの部長の補足説明でありました

が、受託工事収益、公共下水道工事に伴

う給配水管移設工事ということでありま

すが、かなり増えておりますので、それ

についての今後の推移も含めてお聞かせ

をいたしたいと思います。

　ＯＡシステム機器購入費が総務課並び

に工務課で計上されています。かなりの

額で３，０００万円を超えておりますが、

これの内容についてお尋ねをいたしたい

と思います。

　続きまして、昨年の４月に大阪広域水

道企業団が設立をされまして間もなく１

年を迎えるわけでありますが、問題や課

題があればお聞きをいたしたいと思いま

す。また、大阪市の橋下市長が大阪府の

企業団と事業統合を考えておられますが、

摂津市、あるいは、企業団等が取り組み

をされていると思うんですけれども、ど

のような問題点があるのか、あるいは、

今後予想されるような課題等についてお

聞きをいたしたいと思います。

　また、このことによりまして、原水の

単価が先ほど下がるということでありま

したけれども、その内容もお尋ねをいた

したいと思います。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　委員のご指摘のとおり、

我々水道部職員も東日本大震災で１０数

名の職員が応援に行きました。そういっ

た中では、帰ってきて検証もしましたけ

ど、常に日ごろの危機管理意識が大事だ

ということを反省しているところであり

ます。

　そういった中で、水道部の危機管理体

制ということですけど、我々は２４時間、

３６５日、市民の方に送水しているわけ

なんですけど、日常の体制については、

各管理職が責任者となって３班体制で、

日中については職員が出勤していますの

で、夜について３班体制でやっていると

いうことで、それから、何かあれば責任

者の方に宿直室から電話がありますので、

すぐ連絡があって、各班のところに連絡

するという、日ごろの体制はそういうこ

とになっています。

　危機管理計画の中では、部長が本部長

になり、現地の復旧班、それから、給水

班、それから、浄水場の水源班、それか

ら、総務である広報活動も含めて広報班

ということで、４つの班に分けながら活

動をやっているところであります。

　危機管理に対しても、近隣との応援協

定、とりわけ、北大阪の応援協定、それ

から、昨年から企業団になりましたけど、

企業団との応援協定も含めて整備してお
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ります。

　近隣の市町村については、緊急連絡管

ということで、相互の応援連絡管、大阪

市については１か所、それから、高槻市

についても１か所、茨木市については３

か所、吹田市については４か所、断水時

に他市から応援いただくという形で、そ

ういう連絡管を接続しております。

　それから、受託工事収益、公共下水道

工事に伴う給配水管移設工事について、

これは昨年、東別府の相生住宅の中で、

一定の解決がされ、３か年計画でやると

いうことで、そういった中の移設工事が

増えるものであります。

　具体的には、３か所です。約２７５メー

トルを受託工事で設計をあげているとこ

ろであります。ただ、修繕収益、これは

家庭内の分も含めてあるわけで、家庭内

の分については最近施設がよくなってま

すので、それについては減額をしており

ます。

　それから、４番目のＯＡシステムです

けど、マッピングシステムの機器が耐用

年数を過ぎてます。そういった中で新し

い機器を購入することでサーバー１台、

クライアントが４台ということで、新規

で上げさせていただいております。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　まず、資本的収入の

企業債をこれまで３，０００万円で予算

計上してきましたが、平成２４年度の予

算におきまして、それを１，０００万円

増額して４，０００万円にしたという内

容についてご説明いたします。まずは、

平成２３年度の水道事業の企業債でござ

いますが、配水管整備事業の工事請負費

に充当するものでございまして、平成２

３年度におきましては、約１億円の配水

管整備事業の工事請負費を予定しており

ました。

　対象となるものが、今年度につきまし

ては約４本で５，０００万円ほど、その

うちの起債を３，０００万円上げさせて

いただいているところでございます。

　平成２４年度につきましては、配水管

整備事業の建設改良費工事請負費につき

ましては、若干減りまして、８，２４２

万５，０００円で、全体が８本となって、

工事の事業費自体は減少しておりますが、

事業対象となるものが今回、東別府２丁

目に６本、集中しておりますことから、

１，０００万円増額させていただいて、

４，０００万円の起債とさせていただい

ております。

　このような状況をさせていただいてお

りますのは、資本的収入、それから、資

本的支出を見ますと、平成２４年度から

平成２８年度の５年間で、施設整備計画

に基づく施設の改修費だけで１５億７，

３０２万９，０００円を予定いたしてお

ります。

　それから、それ以外にも配水管整備事

業費としては、毎年中期財政見通しに基

づきますと約１億６，０００万円を計上

させていただいておりまして、その関係

上、企業債につきましてもこの５年間の

うち、前半部分は１，０００万円ずつぐ

らい、もし可能であれば増額計上いたし

たいというふうに考えております。

　ただ、一昨年の料金改定の際にも建設

常任委員会で申し上げておるかと思いま

すが、企業債の発行につきましては、ま

ず毎年３，０００万円というふうに抑え

てきた経過がございまして、平成１９年

度に市長が１０年間は値上げをしないと

いう話をなされたということでございま

して、できるだけ後年度負担など、支払

い利息やそういったものがふえないよう

な投資的経費を抑えたいということがご

ざいまして、１，０００万円の増額とい
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うところでとどめさせていただいており

ます。

　それから、総務課にかかわりますＯＡ

機器の内容でございますが、１，５８８

万円計上させていただいておりまして、

そのうち１，４７０万円が今回上げさせ

ていただいておりますもので、これは今

回も条例で上げさせていただいておりま

すように、地方公営企業会計制度が根本

的に変わることに伴いまして、平成２４

年度、平成２５年度中に新しい企業会計

制度に整えていくというような条例の形

になっておりまして、平成２６年度の予

算決算からは、新しい企業会計に基づい

てシステムを運用していかなければなら

ないということがございます。これまで

の財務会計システムにつきましては、平

成６年度に開発をされまして、平成７年

度以降、ほとんど大きな改正をすること

なしにきておりましたが、今回の国の地

方主権一括法の改正によりまして、シス

テムを導入することとなったものでござ

います。

　それから、企業団の１年間の取り組み

内容等でございますが、ご承知のように

平成２３年１１月２７日に大阪府と大阪

市のダブル選挙がございまして、大阪維

新の会のから、平成２３年１１月２９日

でございますが、府市統合本部において

大阪市の大阪広域水道企業団への加入方

針を打ち出すようなことがございました。

　これを受けまして、平成２４年１月１

６日には、大阪市におきまして、２月議

会に向けて正式参加という形で議案提出

の考えを示したところでございます。そ

の後、平成２４年１月３１日には、大阪

府内の４２市町村と企業団とによります

首長会議を開きまして、大阪市水道局と

大阪広域水道企業団との統合をする方針

というものを決めたところでございます。

　これまで、大阪広域水道企業団が取り

組んでまいりました企業団将来構想及び

アクションプラン２０１２というものが

ございましたが、これにつきましても今

後の動きを見定めて大阪市との統合によ

り改訂を進めていくものと考えておりま

す。

　平成２４年２月１日には、大阪広域水

道企業団と大阪市による水道事業統合検

討委員会が発足いたしまして、検討事項

といたしましては、府市の浄水場施設の

統廃合及び適正配置、それから、統合後

の組織、人員、それから、資産、企業会

計などについて検討をする予定で、予定

では平成２５年２月に、企業団の議会で

規約改正を行い、平成２５年４月に企業

団と大阪市の組織統合を検討していると

ころでございます。

　統合により、原水費にどのような影響

があるかということでございますが、ま

ずは大阪府と大阪市のトータルで１日当

たりの給水能力を約１００万トン、ダウ

ンサイジングする予定でございまして、

これによりますと、約２，７７５億円の

節減ができるという提示がされておりま

す。企業団の単独でも８３万トン、２，

５４５億円の削減を目指しておるところ

でございまして、これによりますと、企

業団は大阪市との浄水送水施設の統合に

よりまして、このダウンサイジングによっ

て単価が下がっていくということが今検

討されておるところでございます。ただ、

さまざまな議論がこれから平成２５年の

２月の統合に向けて、大阪府域一体にとっ

てメリットがあるような方策を、という

ことで進んでおりまして、どれぐらいの

単価になるかということは、大阪府と大

阪市の統合によりまして今後決定してま

いる見込みでございます。

○山本靖一委員長　原次長。
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○原水道部次長　３番目の公共下水道工

事に伴う給配水管移設工事について、来

年度からの推移がどうなるのかというこ

とでお答えさせていただきます。

　先ほども申しましたように、東別府地

域で受託工事をやっていくわけなんです

けど、３か年計画ということで、移設場

所、それから、下水道の設置場所を検討

しながら移設の対象、それ以外は、水道

部の整備費で整備していこうと協議が進

んでいるところです。推移としましては、

計画年次後は減ってくるのかなという考

えでございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　日常の危機管理体制で、

３班制、危機管理計画の中では４班体制

でやるということで説明を受けたわけで

ありますが、近隣の応援協定もきちっと

結んでいるということで、万全とは言え

なくても、かなり体制が整っているなと

感じたわけであります。

　そんな中で、もしあのような大きな災

害が起こった場合に、やはり日常の訓練

というものは非常に大事であります。そ

ういったことで、訓練体制はどのように

されておって、若い人たちにどういう指

導がされているのかお尋ねいたしたいと

思いますし、前回の委員会で指摘をいた

しました、現在の職員体制でそういった

体制が十分足りるというか、十分といえ

るのかどうか、宮川部長にお聞きをいた

しましたところ、若干不足しているよう

なご発言をいただきまして、やはりその

補充が必要だなというふうに感じておっ

たところでございます。職員体制と、そ

ういった訓練体制について、どのように

されているのかお尋ねをいたしたいと思

います。

　企業債の見込みでありますが、今後５

年間ぐらい、約１，０００万円ずつの増

加が見込まなければならないということ

でありますが、特に、５年間で１５億円

の施設改修費を計上されておられます。

同時に、配水管も年間約１億６，０００

万円であるということでありますから、

この状況で果たしていけるのかどうか、

非常に危惧いたしておるところでござい

ます。再度お聞きをいたしたいと思いま

す。

　それから、受託工事については理解を

いたしました。

　７年目を迎えましたＯＡ機器のシステ

ムの改定期でございます。公共下水道事

業会計も企業会計への移行に伴って諸準

備が進められておるわけでありますけれ

ども、これについては、公共下水道事業

会計とは若干違うと思うんですけれども、

先ほどの状況でも、またかなりの費用が

かかりそうな説明でありましたが、再度

企業会計制度のあり方についての、今の

制度の流れとあわせてお聞かせいたした

いと思います。

　量水器の購入費において、工務課のほ

うは昨年度より大幅に減っておりまして、

また、営業課のほうでも購入費をあげて

おられますが、これについての説明をお

願いしたいと思います。

　それから、大阪広域水道企業団に大阪

市が加入をする予定ということでありま

す。先に発足をいたしました企業団に大

阪市が加入をする、そして、承認水量と

かいろんなことが決められていくと思う

わけでありますが、何にせよ大阪市が大

きな人口を抱えておられますけれども、

原則は企業団に加入をしていただいて、

そして、給水ということをやっていくと

いうことであります。

　特に、柴島浄水場を閉鎖して、売却を

するという方針があります。そうなりま

すと、そこの分は企業団の水を頼らざる
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を得ない、こういうふうになってくるわ

けです。そうすると、企業団のほうが、

現在の単価ではできないということで、

値上げが予測されるというふうに考える

わけであります。そういう状況の中で、

加入している本市、あるいは、４２市町

村があるわけですけれども、そこに声を

しっかり上げていただいて、加入をして

いただいて、良くなればいいですが、事

前に入っている府民あるいは市民が不利

益をこうむるようなことがあってはいけ

ないと思います。それぞれが入っていた

だいて、より良いものにしていかなけれ

ばならないと思うわけですけれども、そ

ういったご説明もなかったので、部長か

ら答弁をお願いいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　日常の訓練は、どうし

ているのかということでありますけど、

私どもは給水タンク車を持っております。

緊急となれば現場の緊急班というのが行

くわけですから、残りの営業課の職員と

か総務課の人間が給水班に回っていただ

いて、給水タンク車に水を入れてエンジ

ンをかけるような、そういった訓練もやっ

てきたところであります。

　それから、もう一つは、寒波について

は、宅地外で配管している所がよく割れ

たということで、今年も寒波のときに１

６件ほど管が割れまして、そういった中

での応急的な対応など、一般的な全職員

を対象にして訓練をしております。

　それから太中浄水場においては、水の

袋詰めのパッカー車があります。そういっ

た中で３か月に１回、それも計器を点検

しながらパッカー車の水をつくる訓練を

職員でしているところであります。

　大阪府の安心給水栓、これもいざとい

うときに、企業団の配水管の水を近隣に

配るということで、この訓練も２月に企

業団との連携で訓練をしてきたところで

あります。全職員がこういう対応ができ

るように今後も訓練をしていきたいとい

うふうに考えております。

　それから、量水器の購入費が減ってい

るということなんですけど、これは、平

成１４年度に水質基準が変わりまして、

そういった中で、メーターの中にも一部

鉛管が使われておるということで、私ど

もは鉛を使っていないものをエンレスと

言ってますが、エンレスメーターを平成

１６年から購入したところであります。

そういった中で、８年経てばメーターを

替えなければいけないという法律があり

ますので、平成２３年度が８年目になり

ましたので替えたところであります。全

部処分するということではなく、今度は

修繕だけで済むということで、新規購入

じゃなくて修繕費でこれを上げて、購入

費からは抜いたわけです。修繕費のほう

が多少安いので、そういった中で修繕費

を上げさせていただいて新規購入は減額

になったという事でご理解をお願いした

いと思います。

○山本靖一委員長　東角参事。

○東角水道部参事　先ほどの企業債を増

額しても結構な費用で、財政的にどのよ

うな推移をするかということでございま

すが、確かに原田委員おっしゃいますよ

うに、資本的収支におきましては、これ

までもそうでございましたが、約５億円

から７億円ぐらいの赤字が出るかと思わ

れます。ただ、３条予算のほうにおきま

しては、できるだけ施設の長寿命化を図

ることでありますこととか、耐震化の促

進などによってできるだけ有効かつ長く

使えるように考えておりまして、３条予

算のほうにおきましては、中期財政見通

しでいきますと、今のところ、４，００

０万円なり６，０００万円なりの給水収
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益の減でいきますと、約５年間、何とか

平成２８年度まで収支均衡を図ってまい

りたいというふうに考えております。

　それから、システムの改正でございま

すが、システム改修につきましては、今

回の企業会計制度がかなり大幅な改正と

いうふうになってございまして、大阪市・

隣接都市協議会でございますとか、北大

阪上水道協議会におきましてもシステム

の変更というようなことが出ております。

内容といたしましては、例えば、これま

で企業債でございますと、借入資本金と

いうような形でございましたが、これが

負債というような形に計上されます。

　それから、この２年間の間に固定資産

の償却資産の取得時の補助金の経理処理

を行わなければならないことであります

とか、リース会計を負債処理とするとい

うようなことがございます。それから、

退職給付引当金というのも民間企業と同

様な形態にするということもうたわれて

おります。その他、棚卸資産の評価変更

でございますとか、キャッシュフローの

資金計画が義務化されるというようなこ

とがございまして、システムを新たに導

入せざるを得なくなったものでございま

す。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川水道部長　企業団と大阪市の関係

の話でございますが、この話につきまし

ては、現橋下市長が大阪府知事時代に大

阪市と大阪府の二重行政、この辺の話を

持ち出され、一旦は府市統合という話も

ございましたけれど、昨年４月１日より

事業開始した折には、大阪市が加入でき

ない状況にございました。そのような中

でこのたび橋下市長誕生とともに、大阪

市が企業団に加入という話題になってま

いりましたけれども、大阪市が企業団に

加入ということにつきましては、大阪市

一市の意向だけでは入りきれない状況が

ございます。これは先ほど東角参事が申

しましたように、既に組織構成しており

ます４２市町村の合意をもって初めて団

の組織という形になると、こういう流れ

でございます。ですから、今のところ大

阪市が入っていただくに当たっては、４

２市町村とはいろんな状況の違いがござ

います。企業団は、私ども４２市町村に

用水を供給、あるいは企業に対して、工

業用水を供給と、そういうところでござ

います。４２市町村につきましては、各

戸個別に対する供給、こういう事業を行っ

ているというところでございます。です

から、企業団の顧客は４２市町村と、こ

ういう状況です。大阪市の場合は、その

すべてを今現在賄っておられる。要は、

浄水も行い、企業団から給水を受ける必

要もなく、大阪市民に向けて供給できる

と、こういう状況が整っております。で

すから、なかなか私どもの市と性格が多

少違うような状況のものがございます。

そういうところから、企業団に大阪市が

入った場合、それ以上の水余りが発生す

る。そのような中では今のところ、柴島

浄水場、これを廃止して今後活用ができ

るんじゃないかと、こういうのが大阪市

の橋下市長の思いです。ところが、４２

市町村としましては、大阪市の規模とそ

れぞれの規模の違いのものがございます

から、大阪市が入ることで、どういうメ

リットがあるのか。各市の思いは、ある

ところに決まっているんです。要は、安

い水を受け取ることで、安い水を供給で

きる、こういうことを一番願っているん

ですが、残念なことに大阪府下４２市町

村の中では、高い所と低い所とこの差が

かなりの差がございます。ですから、こ

の穴埋めがうまくできるか、均衡が取れ

るかどうか。高い所は下がってくるのは、
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大いに結構な話ですけれども、低い所が

上がってくる、これは考えにくいところ

がございます。やはり、利用者の合意を

どういうふうに理解を受け入れるか、こ

ういうところが話題になっておりまして、

どういうふうな入り方をしていただこう

というような形で、先ほど申し上げてま

した検討委員会というのが、この２月１

日に設置された。平成２４年度の中で、

そういういろんな議論を重ねた上で、平

成２５年度中に企業団のほうへ加入して

いただこうと、こういうふうな状況になっ

ています。その中で話題になってますの

が、先ほどおっしゃるとおりで、４２市

町村の不利益にあってはならない、そう

いうことをすぐにはなりませんけれども、

企業団に入られたとしてもすぐにはなら

ないと思いますけれども、そういうのを

見据えた形で、今後、大阪市の加入に向

けて協議しましょうという形で、水道事

業統合検討委員会というのが設置されて、

それにはワーキンググループですとか、

いろんな形で検討・調整会議、そういう

ものをつくってよりよい統合に持って行

こうという形が、今現状として進んでい

る状況でございます。ですから、価格に

ついては今のところ、それがきちっと収

まってから整理していこうというふうな

話になってございますので、まだ、料金

体系については、どういうふうになるか

という所までは、煮詰まってないという

状況でございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　ある程度、ご答弁で理解

を得ておるところでございますが、いず

れにしても今後、水需要が減ってくる、

減少傾向にある中でのやはり企業会計の

あり方というのを十分検討していただい

て、進めていただきたいということを要

望しておきたいのと同時に、大阪広域水

道企業団、この加入あるいは維持という

ような、やはり、これから非常に大事に

なってまいります。そういう意味で本市

も十分情報を得て、そして我々議員がそ

のことの理解を深めることができるよう

にも取り組みを進めていただきたいとい

うふうに思うわけでございます。機会が

あれば、いろんなことを申し上げていき

たいと思いますが、時間がありますので

一応終わりたいと思います。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　昨年、大阪府営水から

企業団に移行して、間もなく１年になっ

てくるんですけども、その企業団に加盟

をしたことに対するメリット、デメリッ

ト、その辺のことについて、摂津市水道

部としてどのように受けとめておられる

のか、先ほど話が出ておりますように承

認水量の考え方について、従来と企業団

になって、考え方、方針が変わったのか

どうか、その辺のことについてもお答え

願いたいと思います。

　もう一つは、先ほどから議論になって

いる大阪市との統合ですけれども、大阪

市は独自の柴島浄水場というものを持っ

ておられますけれども、大阪市が加盟を

した場合に、その柴島浄水場をなくして

しまう、売却してしまうということになっ

てきますと、東南海・南海地震が近いう

ちに来るといったときに、果たして統合

した結果、大阪市の柴島浄水場がなくなっ

てしまった状況で、府下の市町村の水需

要を十分満たしていけるのかを真剣に考

えてもらわないかんと思うんです。だか

ら、その辺のことについて、今のところ

企業団としては、どのように考えておら

れるのか、つかんでおられる考えがあれ

ば聞かせてもらいたいと思います。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川水道部長　本市も企業団の構成組
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織としてのメンバーに入って、その中で

のメリット、デメリットはどうなのかと

いうご質問でございます。

　まず、企業団の事業開始以前に用水単

価が１０円下げられました。これはそう

いうことを見込まれての判断であったん

ではなかろうかと思います。これは利用

者にとっても私どもにとっても、プラス

要因であったと思います。やはり今話題

になってます、施設が重複しており二重

行政と言われる状況の中で、これらが整

理されることで、人件費も当然のことな

がら組織が一つになるということで整理

もできます。施設に対する投資、このあ

たりもまとめ上げることができる。でき

るだけ無駄をなくすと言いますか、整理

していくことで経費を下げていける。経

費が下がれば、やはりまた、そういうこ

との繰り返しがなされるというような話

が今のところ、読めるのかなというふう

に思っております。

　デメリットということになりますと、

速やかには思い浮かばないのですが、大

阪市が平成２５年度に、もし入られて、

それ以降、今目指しておられるのは最終

的にいつになるかわかりませんけど、遠

いスパンになると思います。大阪府一水

道という状況下になってまいります。そ

うしたときには、水道は別組織になるの

かなというふうに私は感じております。

　その折に、摂津市で水道事業者として、

今、取り組んでおります市民に対する細

かい部分でのサービス提供が、質をおと

さずにできるのかどうかということがあ

ります。と言いますのは、ちょっとした

修繕一つにしましても、今は連絡をいた

だきますと何らかの形で対応できる状況

にございます。これが大きな組織になっ

てきて、土地勘もなくなってきた場合、

果たして本当に、それが継続できるかど

うか疑問です。この辺の継続をどういう

ふうにしていくかということを今後考え

ていかなければならないとは思うんです

けれども、そういうふうな、きめ細かな

サービスが持続できるかどうか、この辺

が私としては、今のところ心配するとこ

ろかなと思います。やはり、施設が小さ

くなりますと私どもも今後、受水する形

の中では、その中には設備投資額も当然

含まれて、単価の中に入っておりますか

ら、そこらのも軽減されるとなれば、恐

らくそういう単価も下方修正されていく

んではないかなと考えます。これがメリッ

トと今のところ認識している状況でござ

います。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　承認水量は従来と変更

になるのでしょうか。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川水道部長　承認水量の考え方は、

先ほども申し上げましたように、７１８

万トンという形でお願いしている状況に

あるんですけども、企業団に向けて、私

がまだ水道事業に浅いものですから、詳

しくは申し上げられませんけれども、自

己水を幾らでできるかで、今７０円程度

の単価でいただいておりますけども、こ

れの比較をいずれしないといかんのじゃ

ないかなと考えています。ただ、単に比

較だけではすまないと思います。と言い

ますのは、やはり去年あったような東日

本の大震災、このときに自己水がどれだ

け活用できるかというのは地域に対する

大きな安心感かと思います。また、長い

道中で企業団の水は送られてきます。そ

ういうふうな状況の中で、どこかで破裂

した場合、断水してしまうという可能性

がございます。本市の自己水も井戸水で

すから、地殻変動によっては井戸がつぶ

れてしまう、こういうことも心配されま
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す。ですけれども１つの水源よりも２つ

の水源があるという、これは一つ安心感

ができます。

　それともう一つ、今話題になってます

福島第一原発、こういう事故の際に広域

的な汚染があった場合、この折には自己

水であります井戸水というのは、非常に

貴重な水になってきます。安心度の高い

水になってくるのではないかなというふ

うな予測もしていますので、今後、水需

要と含めまして、うちの施設も更新する

べきなのか、縮小していくべきなのか、

こういうことも含めた中で、やはり承認

水量の考え方は、今すぐではないですけ

れども、将来的には考えていかなければ

ならないと思います。

　それから、大阪市と統合した場合の柴

島浄水場、これを閉鎖してという話があ

ります。この分につきましても、今年の

１月３１日、調整会議ということで首長

会議が企業団で行われております。この

中でも、企業団が名前を変えられたとき

には、大阪府の財産はそのまま移行され

ているんですが、大阪市も企業団に入っ

てくるなら、それぐらいの覚悟で来てく

ださいよということです。水が確保でき

るからといって、柴島浄水場をつぶすの

を大阪市で勝手にすることがないように

確認したいというような話題もございま

したので、この辺の所が難しいかなと思

います。あとは柴島浄水場をつぶした折

の水需要、今のところ水需要としまして

は、企業団の分と大阪市の分を合わせた

場合、かなりの水余りが出てまいります

ので、柴島浄水場が閉鎖するという話題

になっていますのは、それほどの量が余っ

てくると、こういう認識になってござい

ます。ですので、うまく統合ができた折

には、柴島浄水場の水量をあてにしなく

ても水量については問題ない。ただ、ど

こで災害が起きるかわからない、施設が

どういうつぶれ方をするかわからないと

いう考え方まで心配しますと、そう簡単

にはつぶせないんじゃないかと、こうい

う話になりますけど、それを存続させま

すと維持管理費がまた重なってまいりま

すので、非常にこの辺の判断というのは

難しい所があろうかと思います。

　今後、そういうところも含めまして、

企業団と大阪市とは協議されていくとい

うふうに思っております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　部長の方から、７１８

万トンという数値を企業団のほうへお願

いしているという話ですけれど、従来は、

大阪府は画一的に摂津市にも承認水量と

いう形で供給をします。水量を減らして

もらうというお願いをしても、なかなか

減らしてもらわなくて、徐々に減らして

もらっております。そういう点では、や

はり、企業団になってそういう水量等に

ついて、今後どうなっていくのかという

ことを私は心配しております。

　水需要が減ってきて水量も少なくなっ

てくるということになってきますと、摂

津市の水道で賄える部分が、段々多くなっ

てきます。そういう場合に大阪府に対し

て今のところ、当面賄えるので承認水量

を減らしてもらえないかという形で弾力

的に減らしてもらえるということになっ

ていくのか、企業団全体の事業だから、

個々の自治体の事業で承認水量を変えて

いくことはできないということになって

くるのか、その辺のことについて、やは

り私たちはきっちりと押さえておかない

といけないと思うんですけども、その辺

は摂津市の水道部としてどういうふうに

考えておられるのかお聞かせください。

　それともう一つは、大阪市と統合した

場合に大阪市の水量が十分賄えるという
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ことで余ってくるという話がありますけ

れども、それは先ほども申し上げました

ように、大きな天災みたいなものがなかっ

たらいいんですけども、あったときに企

業団の処理能力は、大きな打撃を受けて

処理ができないという事態もありますし、

その点では平時ではなしに、そういう非

常時の水量の確保ということも考えてい

くべきだと思うんですけれども、この辺

は企業団としてどのように考えているの

か、会議の中でそんな話が出ていないの

かどうか、それについてお答え願います。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川水道部長　承認水量の関係ですけ

れども、私が確認してますのは、７１８

万トンにおさまるまで、やはり、いろい

ろ議論もあったようです。以前は、おっ

しゃるとおりだったような気もします。

ただ、最近、企業団になってから水量７

１８万トンまで落としていただきたいと

いう形の中では、もったいをつけての話

ではなしに、私どもの意向、それと自己

水の活用、このことは今のところ、理解

していただいていると、私はそういう認

識でおります。ですから、今後、自己水

が先ほどおっしゃいましたように、自己

水優先でしていくことが、本市の水道行

政をやっていく中では当然の話かなとい

うふうに思っておりますので、そういう

ふうな事態になってまいりますと、やは

り、この承認水量７１８万トンの部分に

ついて、やはり、減量をお願いにあがる

ということになってこようかと思います。

　それと正直なところ、こういう統合会

議の中で、天災があった場合だとかいう

までの話題は、今のところ出ておりませ

ん。ただ、私どもと同様に、やはり耐震

ということについては、それぞれの施設

の検討をなさっていると、これが事実で

はないかなというふうに思います。ただ、

私どもは耐震の調査等を行っております

けれども、去年の東日本大震災のように

想定外といいますか、そういうふうなも

のも出てまいりますので、どの程度の地

震想定をするべきなのか、これもまだ基

準が明確に出されておりませんので、そ

の辺の所の整理は、今後、協議していか

なければならないのではないかというふ

うに思っております。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　部長の答弁で了解をす

るんですけども、やはり、平時のことだ

けを考えないで、これだけ東日本大震災

で大きな被害が出て、東北地方の水の供

給がどうなっているのかなということを

大変心配します。そういう点で、大きな

災害がきたときに、企業団の処理能力を

はるかにオーバーしてしまうというよう

なことになってきたときに、摂津市の水

量が足らないというときに十分な供給を

してもらえないということもある程度想

定をされてきますし、そういう点では、

市民の命の水をどう確保するかというこ

とについては、平時あるいは災害時とを

含めて、十分に取り組みをしておいても

らうということをお願いをしておいて終

わります。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　承認水量と自己水とのバ

ランスという形で、これだけ給水収益が

減ってきたところで、給水収益を見込ん

でいくためのどういう形で営業努力を今

後されるのでしょうか。

　また、先ほど原次長からもいろいろ、

東日本大震災の被災地に職員の方が行っ

ていただいて、現地を見てもらった上で、

防災対策として、いろいろ他市と協定な

どを結ぶ中で、今後やっていくというこ

とは、お聞かせいただきました。その中

において、今度市内において、例えば、
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先ほど部長の答弁にもありましたように、

途中で水道管が破裂したとか、市に供給

されない場合に、例えば自己水をくみ上

げたときにどう持っていくとか、水道部

のほうで支援のシュミレーションをされ

ているとは思うんですけど、市民の方と

どういうような形で連携して供給できる

のかということをもし考えておられるの

だったら、その辺の考え方を一度聞かせ

ていただきたいと思います。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　緊急の場合、市民との

連携の関係でどうするのかということで

すけど、地域の校区の防災訓練関係は、

給水車を運びながらその地域にこういう

形で給水応援をするということのＰＲを

兼ねて参加させていただけております。

以前にも説明させていただきましたよう

に、緊急時について自己水の確保という

ことで、千里丘送水所の緊急遮断弁、そ

れから鳥飼送水所の緊急遮断弁で、震度

５以上の地震が起きれば、遮断弁がとま

るということで、水の確保ということで、

配水池が大体７，５００トンほど２か所

であるんですけど、それの大体５０％と

いうことで想定しています。そういった

中で、鳥飼、千里丘にしろ近隣の方が来

られれば、そこで給水活動をするという

ことで、太中浄水場については、地下に

３，０００トンの配水池があります。こ

のように、水の確保も含めて考えており

ます。それで、一般的に言われてます非

常時から、大体人間一人が生活するのに

必要な飲料水ということで、一人３リッ

トルで大体４日間。それから４日過ぎま

すと、生活用水一人大体２０リットルを

みてまして、それが大体１週間ぐらいま

でということを想定しますと、摂津市の

人口を８万４，０００人で計算しますと、

大体１週間ぐらい持つのかなという考え

でおります。そういった中では、１週間

は近隣の応援も含めて何とかいけるのか

なということで、日常の業務含めて、そ

ういう常に地域に出て、いろんな給水活

動の想定、シュミレーションをしながら

頑張っているところであります。

○山本靖一委員長　林課長。

○林営業課長　給水収益を上げるための

営業努力というお問いなんですけれども、

なかなか今の現状で営業努力で給水収益

を上げるという、すぐにお答えできるよ

うなものは何もない状況なんですけれど

も、もちろん水道水は、安全で安心で低

価なものであるというのが当然でありま

すので、その辺では通常、料金のお話を

するときにペットボトル１本買われる同

じ値段の１００円で、水道水では１，０

００リットル買えるというようなお話を

させていただいたりですね、ですから通

常、蛇口をひねって出される水がどれぐ

らい安価なものかというような量の比較

でお話をさせていただいています。です

から、その辺で水道が安全で、当然飲み

水ですので、その辺では同じペットボト

ルを買われても、それの何倍、何百倍も

の量がお使いになれますよというような、

今のところ、ＰＲしかないんですけれど

も、それがすぐに給水収益にはね返って

くるかというのは、なかなか難しい現状

ではあります。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　ご苦労はよくわかるんで

す。だけども、入ってくる金額をふやさ

ないと、これから維持できないというの

は見えておりますので、だからそういう

形で、ペットボトルとか、太中浄水場の

おいしい水みたいな、どのぐらいできる

のかわからないですけど、また、小学校

なんかでも水を備蓄するというような形

も出てきてますので、原次長のお話だっ
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たら、１週間ぐらい摂津市の水で確保で

きるというようなＰＲはしてもらってい

るんですけど、その辺をもっとしっかり

ＰＲしてもらって、本当に摂津市の中で

は自己水とか、その辺で１週間分ぐらい

は確保できるということを言ってもらえ

ば、市民の方も安心してもらえると思い

ます。

　また、そういう備蓄に関しては、今あ

るのは大阪府が過去につくってたような

ペットボトルというか、缶を過去につくっ

ていました。摂津市でも、過去お願いし

たんですけど、やっぱり１本の単価が高

過ぎるから、そういう形のものができる

かどうかはわからないですけど、今そう

いう形でメーカーにつくらせたら、もっ

と安価にできるとか、いろんな形で摂津

市の自己水、太中浄水場の自己水は本当

においしいものがありますので、そうい

うのを備蓄用として水のＰＲも兼ねてし

ていただいて、水道事業会計の安定的な

取り組みを今後ともお願いしたいと思い

ます。また、防災に関しましては、きっ

ちり取り組んでもらっていますので、庁

内の連携というところで、より完璧なも

のを目指して取り組みをしていただきた

いということをお願いして終わります。

○山本靖一委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後２時４７分　休憩）

（午後３時１７分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第２０号の審査を行います。

補足説明を求めます。

　宮川部長。

○宮川水道部長　それでは、ご説明申し

上げます。

　議案第２０号　摂津市布設工事監督者

を配置する水道の布設工事並びに布設工

事監督者及び水道技術管理者の資格を定

める条例制定の件につきまして、補足説

明をさせていただきます。

　本件は、平成２３年　法律第１０５号

第二次地域主権改革一括法による水道法

の改正が行われ、平成２４年４月１日か

ら施行されることに伴い、制定するもの

でございます。

　それでは、制定条文につきましてご説

明申し上げます。

　第１条は、水道法の改正により水道事

業者または、水道用水供給事業者となっ

ている地方自治体の布設工事監督者の配

置基準、及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準を条例で定めることとなっ

たため、その趣旨を規定しております。

　第２条は、水道の布設工事を行う場合、

職員または第三者にその工事の施工に関

する技術上の監督業務を行わさなければ

ならないこととされており、布設工事監

督者を配置すべき水道の布設工事の範囲

を定めております。

　第３条は、水道の布設工事監督者の履

修経歴、経験年数についての資格基準を

第１号から第６号までに定めております。

　第１号は、大学で土木工学科または衛

生工学、水道工学の履修課程を卒業した

後、水道の事実上の実務経験２年に以上

の者。

　第２号は、大学で土木工学かまたは衛

生工学、水道工学の履修課程以外を卒業

した後、実務経験３年以上の者。

　第３号は、短期大学、高等専門学校で

土木科の履修課程を卒業した後、実務経

験５年以上の者。

　第４号は、高等学校、中等学校で土木

科の履修課程を卒業した後、実務経験７

年以上の者。

　第５号は、水道の技術上の実務の経験、

経験者は、実務経験１０年以上の者と定
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めております。

　また第６号は、大学院研究科で衛生工

学、水道工学の履修課程専攻者等につい

ての資格基準を。

　第７号は、外国の学校で衛生工学、水

道工学や土木科の履修課程を習得した者

等についての資格基準を。

　第８号は、技術士法に基づいて行われ

る国家試験の合格者で、水道の技術上の

実務経験１年以上の者とそれぞれ資格要

件といたしております。

　次に第４条は、水道技術管理者の履修

経歴、経験年数についての資格基準を第

１号から第５号までに定めております。

　第１号は、ただいま申し上げました水

道の布設工事監督者の資格を有する者と

なっております。

　第２号は、大学で土木工学科以外の理

系学科目の履修課程を卒業した後、水道

の技術上の実務経験４年以上、短大、高

等専門学校で、理系学科目の履修課程を

卒業した後、実務経験６年以上。中学・

高校で理系学科目の履修課程を卒業した

後、実務経験８年以上の者。

　第３号は、大学、短大、高等専門学校、

中学、高校で文系学科目の履修課程を卒

業した者についての資格基準を。

　第４号は、外国の大学、短大、高等専

門学校、中学、高校での理系学科目ある

いは文系学科目を習得した者についての

資格基準を。

　第５号は、厚生労働省が定める水道の

管理に関する講習課程を修了した者とそ

れぞれ資格要件といたしております。

　なお、条例の附則といたしまして、こ

の条例は平成２４年４月１日から施行す

るものでございます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり質疑に

入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　確認をしておきたいん

ですが、条例に基づく工事監督者なんで

すけども、これは水道部の職員の中にそ

ういった人を、資格を持った人を置いて

おかないといけないということをここで

は言われているのか、もう少し拡大解釈

をすると、例えば水道工事を行う業者の

中に、この監督ができる資格の者を置い

とかないといけないということになるの

か、その辺を整理して教えていただけま

せんか。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　発注する側の工事監督

者の資格を有する者ということでありま

す。

○山本靖一委員長　よろしいですか。

　原田委員。

○原田平委員　布設工事監督者あるいは

水道技術管理者の資格が必要ということ

であります。本市水道部において、それ

ぞれどれぐらいおられるのかお聞きをい

たしたいと思います。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　この該当する有資格者

は、現在のところ水道部正職員で３８名

のうち２５名が該当します。これは太中

浄水場の監視業務の実務経験者も含まれ

ます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　水道技術職員もですか。

○山本靖一委員長　原次長。

○原水道部次長　両方ともです。ただ、

対象者は、実務経験１０年以上とか、内

訳は多少違います。大学、専門学校で、

高校の専門学校でとか、いろいろとあり

ますので、内訳として該当する有資格者

は一応現在ところ２５名ということです。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午後３時２４分　休憩）

（午後３時２５分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第３７号について審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時２６分　休憩）

（午後３時２７分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第３８号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　木村委員。

○木村勝彦委員　水道事業会計の減免制

度の廃止についてですけれども、この制

度は昭和４７年、今から４０年前、社会

福祉の増進に寄与する目的で昭和４７年

１０月１日スタート。平成１５年の第２

次行財政改革で減額を基本料金の半額に

変更。さらに平成２２年３月策定の第４

次行財政改革実施計画にて、平成２４年

度中に福祉減免廃止がうたわれたという

ことであります。

　水道部として、４０年間そういう社会

福祉の増進に寄与されてきたわけですか

ら、そういう点で、それが廃止されると

いうことになれば、当然やはり後のフォ

ローをどうするかということを担当部局

に要求をされるということもあってしか

るべきだと思うんですけれども、いや、

もう廃止するから後のことは関係ないん

だということになるんか、あるいは４０

年間続いてきた減免制度が廃止をされる

に当たっては、水道部として、やはりそ

の後、そういう社会福祉の増進にどうい

うふうに寄与していくんだということを

担当部と話し合いをする、折衝するとい

うことも私はあってしかるべきだと思う

んですけど、その辺のお考えを一遍お聞

かせ願いたいと思います。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川水道部長　今回、この条例の第３

２条、料金手数料の減免、この分につき

まして福祉減免部分の内容を削除させて

いただいたと。ご指摘のとおり、福祉施

策の一環として実施しておりました。

　この流れでございますけれども、先ほ

ども昭和４７年というお話が出ておりま

す。私も昭和４７年の当時の議事録を再

読してみました。その流れの中を見ます

と、その当時、いろんな議論がなされて

たような気がいたします。企業として、

どういう事情で一番最初、条例に含まれ

たのかということを私は理解しておりま

せんけれども、昭和４７年当時のことを

確認しますと、福祉に対して水道企業と

いうものが手を差し伸べることが問題か

というようなご答弁が市長のほうからあっ

たように思います。

　一方、議員のほうからは、公営企業と

してそういう施策をとることが本当はど

うなんだというような問いがありました。

その折に、企業として一助の手を差し伸

べることが何が問題でしょうというよう

な答弁であったかというふうに思います。

　それ以降、いろいろ経過があるようで、

私が聞いてる範囲につきましては、昭和

５６年、この折にいろいろまたお話が出

たようでございます。その折に、福祉施

策の減免対象の追加変更がなされていた

ようで、このときに福祉減免にかかる費

用は、公営企業における経費の負担の原

則及びその一般行政施策の観点から、一
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般会計で補填するというような話もなさ

れたようでございます。

　それ以降、平成１５年にこの福祉減免

を２分の１というふうな形でなされまし

た。このときにも行財政改革の中でうた

われていたかのように思っておりますし、

その折にも担当課が集まった中では廃止

論から入っております。廃止論から入っ

た形の中で、２分の１というところに落

ちついたように記憶いたしております。

その折にも廃止という言葉がございまし

たから、廃止期間も３年にするのか、５

年にするのか、猶予期間を定めて２分の

１とするのかと、こういうふうな選択も

ございましたけども、とりあえず１５年

の折には２分の１にするというところで

落ちついたように認識いたしております。

　今回、２分の１から廃止するというこ

とです。水道部として福祉施策にどう寄

与していくのかというようなお話かと思

います。私どもも公共の福祉の増進とい

うことが、一つの事業運営の中での課題

ということになってございます。基本的

にこれという施策にはならないかもしれ

ませんけれども、本市だけではないとは

思いますけれども、水道料金の体系の中

での考え方があります。この中で申し上

げますと、２分の１の制度の当時には、

基本料金は１０トンという状況でござい

ました。１０トンということについて、

２分の１というふうな計算をさせていた

だいたという、こういう流れがございま

す。

　その流れの中で、今回、見直しの時期

として第４次行革に表現がなされてたこ

とを受けて、福祉のほうともご相談申し

上げて、再構築という話題がございまし

て、そんな話の流れを伺った中では、そ

の猶予期間として決めてはおりませんで

したけれども、その時期が来たのかなと

いうような話もさせていただいたという

状況でございます。

　今申し上げましたように、水道部とし

ましては、水道料金体系、この分で１０

トンを６トンに落とさせていただいたと

いう経緯でございます。料金体系で申し

上げますと、通常、一月２０トンで計算

させていただきまして、大阪府の順位が

何番ぐらいに入るかとこういうふうな流

れになってこようかと思います。そこら

で見ますと、今、２０トンベースでの流

れで申し上げますと、大阪府下で言うと、

半ばぐらいに位置する状況にあるかなと

いうふうに思っております。

　基本料金につきましては、本市はまだ

低い方をとってる状況にございまして、

６トンというのをとらせていただいた。

その中で申し上げますと、基本料金の低

さで申し上げますと、府内では４番目に

安い状況になる。北摂７市３町の中では、

一番安いという状況になります。ですか

ら、このあたりが公共の福祉の増進とい

う形の中で寄与させていただいてる状況

にあるのかなというふうに思っておりま

す。

　ただ、やはりこの福祉減免という形で、

企業のほうで取り扱うということ、これ

は水道事業は独立採算制を基本という形

になってございまして、特定の方に減免

するというこういう内容になりますと、

ほかの利用者の方にその費用を転嫁する

ということも相なってまいります。こう

いうことになりますと、その公平性の原

則から、水道が負担するのではなくて一

般行政の負担が望ましいというふうな思

いもございます。

　ただ、今後、こういう話の流れでは、

私どもとしては、料金体系をどういうふ

うに今後見詰めていくかということが課

題として残ってくるんではないかなと、
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このように考えております。その点、ご

理解賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　私が聞いてる部分とは

違うんですけれども、この減免制度がス

タートしたときの基本は、社会福祉の増

進ということが大きな柱です。

　ところが、廃止論が議論されるという

ことは、私は納得がいかへんのです。今

私が聞いてるのは、この減免制度が廃止

されるに当たって、社会福祉の増進とい

う視点から水道部として、後どうするん

だということを、例えば、所管の担当の

ところにその考え方を聞いて、それやっ

たら社会福祉の増進が後退しないという

ことの理解と納得をした上で廃止をする

というのが私は正論だと思うんですけど

も、そういう担当部との協議というのは

どのようにされたんか、私たちは、社会

福祉の部分についてここで質問するわけ

にはいきませんし、そういう点では事前

に担当のほうに問い合わしたところ、い

ろいろとあるけれども、総額で２，１１

９万円、障害福祉で１，５８４万円、そ

れから高齢者福祉で２７１万円、子育て

支援策で２６４万円の金額をフォローし

ていくんだと。

　それで今まで、そういう減免措置を受

けて恩恵を受けておられた方々が、すべ

てクリアできるんかと言ったら、できな

い部分があると。例えば、生活保護を本

来なら受ける人が、やはり昔からの考え

方でお上のお世話になるのはいかんと、

自分たちが努力せないかんという形で生

活保護も受けないで、わずかばかりの年

金で生活されておられる方もいらっしゃ

いますし、無年金の方もいらっしゃいま

すし、そういう人たちがそういう水道の

減免制度が廃止をされて、どうその人た

ちをフォローされていくんかということ

が、私は非常に心配になります。

　そういう点では、ここでその具体的な

中身を聞くわけにはいきませんし、これ

ですべて減免制度を廃止するんだという

ことでいかれるんか、私が申し上げたよ

うに、そういう減免措置がなくなって、

カバーされない人たちをどうするかとい

うことを、私は聞きたいと思います。そ

ういう点では、委員長にお願いしたいん

ですけれども、休憩をとっていただいて、

私たちがそのことを聞く機会を与えてい

ただきたいと思うんですけれども、委員

長の計らいをお願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　他の方の質問をお聞

きした後でよろしいでしょうか。

○木村勝彦委員　はい。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　この問題につきましては、

私どもの代表質問で三好幹事長が提起を

いたしまして、対象者の中に高齢者の問

題もあるということで、高齢者の定義と

いうか、６５歳以上ひとり暮らし高齢者、

所得制限なしといろんな状況があるだろ

うということで定義をいたしましたけれ

ども、具体的な答弁が得られなかったと

いうことで委員会のほうに任されたわけ

であります。先ほど木村委員が言われま

したように、そういったことについての

お考えはもうなしで、一切一律に廃止を

してしまうという考え、一部修正するよ

うな気があるのかどうか、そこらをお伺

いしたいと思います。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川水道部長　水道部としては、福祉

施策にかかわる内容としまして、今まで

の具体的な内容、こういうものにはそぐ

わないかなというふうに認識しておりま

す。

　それは、一つは、先ほども少し申し上
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げましたけども、独立採算制をもって企

業を営んでいるとこういう状況にござい

ます。平成１５年の２分の１の減免とい

う折に、日本水道協会のほうへそういう

考え方について確認してる記載事項がご

ざいます。この中で、水道事業は地方公

営企業法に基づき、利用者からの収入、

財源をもとに経営を行っている以上、こ

の財源をもって福祉減免制度など一般施

策的なものに充てることは、公営企業と

いえども好ましくないと、こういう内容

の話が出されております。

　これは何かと申しますと、地方公営企

業法の第１７条の２、経費の負担の原則

という項目がございます。この中に、要

は性質上、当該地方公営企業の経営に伴

う収入をもって充てることが適当でない

経費というような言葉も含まれておりま

す。こういうところから、そういう判断

をなされた。すると先ほど申し上げまし

たように、負担の公平性、特定の方に減

免をすることで、その部分を利用者の方

に転嫁すると。料金転嫁という形のもの

が発生するので、こういう表現が出され

たのかなというふうには、私ども今のと

ころ認識しておるところでございます。

　そうした中で、福祉の増進については

どうなんだと。私どもとしましては、低

価な価格をもって安心な水を供給する、

これが一つの第一原則かなと。やはりそ

ういうふうな形の中で、私どもとしまし

ても、基本料金の枠を１０トンから６ト

ンまで引き下げた形の中で努力させてい

ただいたと、このあたりが私どもとして

できる範囲のところかなというふうに思っ

ておりますので、福祉の施策につきまし

て細かいところまで私も議論申し上げま

せんけれども、企業の中で考えますと、

今のところ私としましては、そういうふ

うな考え方というふうに思っております

ので、どうぞご理解賜りますようお願い

申し上げます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　負担の公平性という立場

から、部長の見解を述べられたと思いま

すが、もともとその負担の公平性という

のは、当時から水道の公営企業という方

針からでもあったわけであります。今こ

こに至って部長のこの考えがあって、長

年続いてきたこの制度について、やはり

私は異議を申し立てたいというふうに思

うわけだけど。そういう意味で、木村委

員が委員長に取り扱いを一任されたわけ

でありますけれども、そういう立場に立っ

て、やはり見直しをしなければならない

ところは見直しをするけれども、すべて

を一律的に廃止をするということについ

ては、いささか問題があるというように

感じておるわけでございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　先ほどから議論されて

おります内容でございますけれども、私

どもも代表質問の中でも申し上げました

けれども、市民の目線に立ったら、反対

させていただきたいような思いであると

いうことで申し上げましたし、確かにこ

れは水道の部分だけの条例ということに

なってますけど、やっぱりその影響を受

けられる方のことを考えますと、これは

全体で考えていかないといけないという

ようなことだと思うんです。

　特に高齢者で生活を切り詰めながら頑

張っていただいている方もおいでになり

ます。そういった方にとっては、たかが

１，０００円かもわかりませんけども、

大変大きな影響を受けるということにな

りますし、そういう意味では、ここでは

福祉のことをお聞きできないわけですけ

ども、そういうことを聞かせていただか

ないと、この判断がしにくいというのが
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現状のところでございますので、先ほど、

木村委員もおっしゃっておられますよう

に、一度そういう考え方を聞かせていた

だく場を設けていただきまして、その上

で判断できるかどうかということを考え

たいと思うんです。委員長にお願いした

いと思います。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午後３時４５分　休憩）

（午後４時２６分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第３８号については、今日はこの

程度の質疑にとどめておきます。

　暫時休憩します。

（午後４時２７分　休憩）

（午後４時２８分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）
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○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　暫時休憩します。

（午後４時３１分　休憩）

（午後４時３２分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　本委員会の所管事項に関する事務調査

についてを議題といたします。

　ご承知のとおり、平成２４年度から委

員会行政視察に予算が計上されます。

　つきましては、当委員会でも、まず、

目的・必要性を議論し、視察を実施する

のか、しないのか、また、行う場合は、

視察先・日程・視察内容等を決定しなけ

ればなりません。先にその確認をして、

それから提案があればお受けしたいと思

うんですが、実施をするということで異

議ございませんか。

　原田委員。

○原田平委員　閉会後、次の議会までの

間ということですか。ではなく、この調

査をやるということは１年間ですか。

○山本靖一委員長　平成２４年度末まで

の１年間です。それでその間にいろいろ

と提案をしていただいて、日程とか、そ

ういうことを提案していただきながら、

そういう場所をつくりながら相談してい

きたいと思います。

　委員会視察を行うことについては異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　なお、時間の関係上、視察先を今日す

ぐには決められませんが、所管事項の内

容について確認をさせていただきたいと

思います。都市計画行政、それから土木

行政、それから下水道行政と水道行政の

４つの件について、平成２４年度末まで

閉会中も調査することで異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　なお、議案第３８号については会期中

に継続して審査をさせていただきますの

で、本日の審査はこの程度にとどめ、散

会いたします。

（午後４時３６分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長山　本　靖　一

　建設常任委員　野 原 　 修

－52－


